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資料 
第１章 後期基本計画の構成とねらい 

 

第１節 後期基本計画の見直しにあたって 

 

本市では、市民と行政が市の将来像を共有し、協働・連携によるまちづくりを進めてい

くための計画として、総合計画を最上位計画として位置付け、平成 27 年度を初年度とす

る第４次泉大津市総合計画（以下、「現行計画」という）を策定し、各施策の推進に取り組

んできました。 

現行計画は、基本構想と基本計画で構成し、計画期間を平成 27 年度から平成 36 年度

の 10 年間としていますが、基本計画は、社会経済情勢の変化等を踏まえ、中間年度の平

成 32 年度までに必要な見直しを行うものとしています。 

そのため、社会経済情勢の変化を踏まえ、本市を取り巻く環境や課題を整理するととも

に、前期基本計画等の評価や検証を行い、まちの将来像の実現に向けた必要な見直しを図

り「第４次総合計画後期基本計画」を策定しました。 

なお、後期基本計画の策定にあたっては、現行計画を策定した際の経緯を踏まえ、基本

構想及び既存基本計画の継承を基本とし、そのうえで以下の視点に基づき、必要な見直し

を行いました。 

 

○既存基本計画の評価と検証 

現行計画策定後、市民や事業者との協働のもと、様々な取組を展開してきています。 

後期基本計画策定にあたっては、職員による施策評価、市民意向調査などにより、これ

までの取組の成果と積み残し課題を把握し、後期基本計画に反映しました。 

 

○社会経済情勢の変化への対応 

現行計画策定後も社会経済情勢は目まぐるしく変化しており、現行計画の内容では、こ

れらの潮流変化に対応できないものもあります。そのため、現行計画策定後の社会経済情

勢の変化を把握するとともに、これからの社会の中で、持続可能なまちづくりが必要であ

り、必要な施策を国や府の動向などを踏まえながら、実施策の位置づけを行いました。 

 

○大局を見据えた施策展開と経営資源の最適化 

財源・職員など地方公共団体の経営資源の制約が一層強まるなか、これからの総合計画

においては、泉大津が選ばれるまちとなる施策展開が求められます。 

中長期の時間軸で進めるべき政策を明確化し、新規施策等の位置づけを行うとともに、

既存施策の縮小や優先順位の劣後化などについても検討を行い、限られた経営資源のなか

でより実効性のある計画となるよう見直しを行いました。 
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資料 
第２節 泉大津市を取り巻く環境 

 

１．本格的な人口減少・超高齢社会の到来 

我が国の人口は長期にわたる減少局面に突入し、2053 年には１億人を割り込むと

予測されています。また、少子・高齢化も進んでおり、人口の年齢構成も大きく変化

しつつあります。特に、生産年齢人口（15～64歳の人口）の減少、後期高齢者であ

る 75 歳以上の人口の増加は、経済面では成長の制約要因、財政面においては医療・

介護費の増加により財政健全化へ影響を与えることになります。人口減少・超高齢社

会の到来は、極めて多岐にわたる面で日本全体がかつて直面したことのない深刻な問

題・課題を引き起こすことが懸念されています。 

 

２．経済情勢の変化 

日本経済は、海外経済が緩やかに回復する中で、日本の輸出や生産は持ち直しが続

き、個人消費や民間企業の設備投資など国内需要も、持ち直しており、好循環が進展

している緩やかな回復基調が続いています。労働市場では、景気回復の長期化や少子

高齢化等によって、人手不足感が高まっています。一方で、賃金の伸びは緩やかなも

のにとどまっており、消費者物価の基調は横ばいとなっており、デフレからの脱却に

向けては課題が残されています。 

 

３．技術革新による社会経済環境の変化 

IoT（Internet of Things）、ビッグデータ、ロボット、人工知能（AI）等による技

術革新が、従来にないスピードとインパクトで進行しています。こうした技術革新は、

医療、福祉分野等の日常生活から産業活動までの広範囲に影響を及ぼし、社会経済シ

ステム全般を大きく変革する可能性があります。 

 

４．グローバル化への対応 

経済のグローバル化に伴い、国・地域の枠組みを越えた経済活動が活発化しており、

訪日外国人旅行者も増加傾向にあります。2020年オリンピック・パラリンピック東

京大会の開催や百舌鳥古市古墳群の世界遺産登録などの影響で、今後もますます増加

することが見込まれます。近年では、日本の企業で働く外国人、日本に留学する外国

人も増加傾向にあり、性別、人種、宗教、年齢などに関わらず、人の多様性を認め合

うダイバーシティの視点を持った取組が求められています。 

 

５．持続可能な社会づくりに向けた取組の強化 

地球環境や経済活動等に関して、我々人類の営みを持続可能なものとするため、

2015 年 9 月、国連加盟国は、2016 年～2030 年の 15 年間で取り組むべき内容

として「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）」を国連

総会において全会一致で採択されました。この SDGｓでは、17の目標と、それらを

達成するための 169 のターゲットが設定されており、経済、社会、環境などあらゆ

る分野において統合的に取り組むことが求められています。 
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資料 
 

６．安全・安心への意識の高まり 

平成 30 年６月の大阪府北部地震、大阪府内に甚大な被害をもたらした平成 30 年

９月台風第 21 号の上陸など、自然災害が多発しており、地域住民による地域防災へ

の取組が極めて重要な役割を担っています。また、交通事故や凶悪な犯罪も頻発して

おり、住み慣れた地域で安全・安心に暮らし続けるため、普段から地域住民による見

守りや声掛けなど、さらなる支え合いによる地域づくりが重要になっています。 

 

７．地域社会を構成する多様な主体との協働による自主・自立のまちづくりの推進 

将来にわたり持続可能な行政経営を推進するには、従来にも増して地域の特性や実

情に応じた自主・自立のまちづくりを積極的に推進する必要があります。行政だけで

さまざまな問題にきめ細かく対応することは限界にあり、行政と市民・事業者・地域

活動団体等、地域社会を構成する多様な主体との協働による取組を強化することが求

められています。 
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第３節 基本計画の構成 

 

基本計画は、基本構想で掲げるまちの将来像の実現に向けて、４つのまちづくりの方向

性に沿って取り組む内容を、７つの政策と３１の基本施策として示しています。 

７つの政策ごとに、重点的に取り組む内容について、基本計画のねらいとして記載する

とともに、３１の基本施策ごとに、めざす姿や施策の展開方向、取組の事例、成果指標、

市民・団体・事業者・行政などの協働のあり方を設定しています。 

後期基本計画の策定にあたり、重点的に取り組む内容について、これまでの取組の成果、

今後５年間で必要な取組を踏まえ、加筆を行っています。 

まちづくりを進めるにあたっては、関連する複数の基本施策を連携させながら、展開し

ていく必要があります。例えば、まちづくりの方向性の１つである「自分たちで育て、自

分たちも育てられるまち」の推進においては、「市民参画・協働」「青少年育成」「子ども・

子育て支援」「行財政運営」等、複数の基本施策の連携が必要となります。 

特に、まちづくりの課題が多様化、複合化、高度化するなかで、部局間が連携して課題

解決に向けた取組を行うことが重要となっています。 

これら３１の基本施策と４つのまちづくりの方向性の関連性については、次頁にて図で

示しています。 

なお、「市民参画・協働」「地域コミュニティ」の基本施策は、「協働・連携」によるまち

づくりを進めるための源泉となる市民・団体・事業者・行政などの取組をつなぐ項目であ

り、すべてのまちづくりの方向性に係る施策として位置づけています。また、「行財政運営」

「市政の情報発信」「公共施設」「市民サービス」の基本施策についても、行政が各基本施

策を推進するための項目であり、すべてのまちづくりの方向性に係る施策として位置づけ

ています。 
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まちづくりの方向性と施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今あるものを活かし 
誰もが惹きこまれる 
ひらかれたまち 

住めば誰もが輝くまち 泉大津 
～なんでも近いで ええとこやで～ 

 

きょうどうによる 

コミュニティづくり 

自分たちで育て、 

自分たちも育てられるまち

ニティづくり 

世代をこえて 

手を取り合うまち 

力を合わせて 

市民の笑顔が 

あふれるまちづくり 

学びあうひとづくり 

彩りあるまちづくり 

誰もがすこやかに 

いきいきと暮らせる 

ま ち づ く り 

コンパクトで 

居心地のよい 

ま ち づ く り 

誇れる・選ばれる 

・ 集 え る 

ま ち づ く り 

健全な行財政と 

都市経営に基づく 

市民サービス 

安全で心やすらぐ 

ま ち づ く り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民参画・協働 

 

地域コミュニティ 

就学前・学校教育 

青少年育成 

生涯学習 

文化・芸術・スポーツ 

子ども・子育て支援 

地域福祉 

高齢者福祉 

障がい福祉 

保健・医療 

防災・消防 

防犯 

消費生活 

住環境 

環境保全 

道路・交通 

公園・緑地・河川 

商工業 

農業・漁業 

行財政運営 

観光 

労働環境 

市政の情報発信 

市民サービス 

上下水道 

臨海部 

公共施設 

地域福祉 

高齢者福祉 

障がい福祉 

保健・医療 

防災・消防 

防犯 

消費生活 

住環境 

環境保全 

道路・交通 

公園・緑地・河川 

上下水道 

臨海部 

商工業 

農業・漁業 

観光 

労働環境 

 男女共同参画 男女共同参画 

 

 

人権・平和 

多文化共生 

人権・平和 

多文化共生 

  

７つの施策 31 の基本施策 
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第４節 基本計画のねらい 

 

１．力を合わせて市民の笑顔があふれるまちづくり 

・市民が主体となったまちづくりの実現に向け、市民活動拠点の整備・充実等を進め、

市民の意見や活動がまちづくりに反映される仕組みづくりを進めます。 

・セーフコミュニティ活動を通じた人と人とのつながり

や連帯感の醸成により、地域コミュニティの活性化、

再構築を図ります。 

・多様な属性の違いを活かし、グローバル化に対応でき

る人づくりを進めることで、個々の人材の能力を最大

限に引き出し、誰もが輝くまちをめざします。 

 

２．学びあうひとづくり 彩りあるまちづくり 

・就学前教育と小学校教育、小学校教育と中学校教育の

円滑な連続性をめざし、高等学校・大学・専門機関と

連携し、つながりある教育環境の充実を図ります。 

・学校・家庭・地域活動団体・事業者・包括連携大学と

の連携等により地域社会の教育力の充実をめざし、将

来に夢を持ち、まちづくりに関わることのできる市民

を育てます。 

 

３．誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくり 

・保育所と幼稚園の長所を活かした認定こども園の推進を図るとともに、地域における

相談体制の充実を図り、働くことのできる環境と、ライフステージにあわせて安心し

て子どもを産み、育てられる環境をめざします。 

・複合的な課題へ対応するため、地域の誰もが参画し、

地域ぐるみで支援を行う地域共生社会の実現をめざ

します。 

・地域医療体制の充実を図るため、市立病院・医師会・

診療所等との連携を図ります。また、各種予防事業や

検診を充実し、市民の健康づくりや病気にならない身

体づくりを支援し、誰もがいつまでも健やかに暮らせ

ることのできるまちづくりを進めます。 

・いつ起こるか分からない災害に対し、災害発生後の対

応を踏まえた医療体制の充実をめざします。 

 

４．安全で心やすらぐまちづくり 

・自助・共助・公助の取組により、市民・地域・行政それぞれが役割を果たしながら相

互に連携し、一体となって災害・犯罪・事故に備えることで、市民の誰もが安心して

暮らせるまちづくりを進めます。 

■市民活動支援センター 

■大学連携事業 

■乳幼児健診場面での保護者

への保健指導の様子 
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・多岐多様となっている安全・安心をめぐる課題

に対し、客観的なデータを根拠とした重点対策

に取り組むことで、より質の高い安全・安心な

まちをめざします。 

 

 

５．コンパクトで居心地のよいまちづくり 

・大阪都心部への近接性や平坦で小さな市域であることが生み出すコンパクトさを活か

し、歩行者、自転車に優しいまちづくりを進めるとともに、地域の身近な環境保全を

進め、持続可能で誰もが暮らしやすいまちづくりを進めます。 

・都市基盤施設を良好に維持するとともに、地震災害等

に備えた、安定したライフラインの整備を進めます。 

・地域資源である臨海部のポテンシャルを最大限に活か

すため、企業誘致等を促進するとともに、港湾への新

たな交流環境の創出に努め、市街地とのネットワーク

を強化し、市民に身近で魅力ある港づくりを進めます。 

 

６．誇れる・選ばれる・集えるまちづくり 

・泉大津市の知名度を高め、広く国内外に情報発信する

ために、特産品を主軸としたシティプロモーションの

取組等を展開していきます。 

・泉大津の歴史を感じさせる建物や風景の保全を図ると

ともに、地域資源を活かした観光の取組を展開します。 

・多様な主体が集まり課題を解決するためのアイデア・

産業が生まれるまちづくりを進めます。 

 

７．健全な行財政と都市経営に基づく市民サービス 

・目まぐるしく移り変わる社会情勢の変化に対応し、持続可能で多様性と包摂性のある

社会※の実現をめざし、柔軟で効率的な行財政運営を進めます。 

・長期的な視点に基づく公共施設の適正配置、長寿命化

などにより財政負担の軽減・平準化を進めます。 

・多くの情報が氾濫する高度情報化社会において、市

民が求める情報を的確に伝えることのできる情報発

信に努めるとともに、市民が満足を実感できる市民サ

ービスの提供を行います。 

 

 

※2030 年までに達成すべき持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）では「誰一人取り残さな

い社会」を目指しています。 

■セーフコミュニティ推進協議会 

■浜街道まつり 

■行政の事業のあり方を再検証す

る外部評価 

■高齢者交通安全教室 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
第２章 分野別計画 

 

各分野別計画の見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めざす姿 

当該施策に関する取組を進める

ことによって、１０年後にめざす、

まちの姿（上段）と、まちの状態や

市民の暮らし（下段）について示し

たもの。 

現況と課題 

基本施策に関連し

た泉大津市の現況を

整理し、今後、対応

が求められる課題を

整理したもの。 

施策の展開方向・取組の事例 

めざす姿を達成するために取り

組む施策の展開方向とその内容、

及び主な取組の事例を示したも

の。 

協働の考え方 

市民や団体・事業者など

と行政による協働のもとで

施策の内容を推進していく

にあたって、それぞれが担

う役割を示したもの。 

 

関連計画 

基本施策に関連す

る市の条例や施策の

実施方針、既存の計

画等を掲げたもの。 

成果指標 

めざす姿の達成状況を推し量ることの

できる主な指標を成果指標として設定し、

施策を展開することで、５年後、１０年後

に達成をめざす数値目標を示したもの。 

なお、成果指標や目標値については、こ

れまでの取組状況を評価、分析し、必要に

応じて見直しを実施。 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 力を合わせて市民の笑顔があふれるまちづくり 

 

１－１ 市民参画・協働 

１－２ 地域コミュニティ 

１－３ 男女共同参画 

１－４ 人権・平和 

１－５ 多文化共生 

 

 

 

 

 

第１節 力を合わせて市民の笑顔があふれるまちづくり 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
 

基本施策 政策 

 市民参画・協働 力を合わせて市民の笑顔が 
あふれるまちづくり 

１－１市民参画・協働 

●めざす姿：市民が主体に活躍できるまち 

市民の意見を市政に反映する場や機会が充実しており、市民と行政の信頼関係から生まれた協働の考

え方のもと、それぞれの役割や責任に応じた行動により、まちづくりが行われています。また、さまざ

まなテーマで活動する市民活動団体がまちづくりの担い手として活躍しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 複雑・多様化する市民ニーズに対し、行政からの画一的なサービスの提供では、十分に応えること

は難しくなってきています。市民が求める公共的なニーズを充足させるためには、日常生活におけ

る課題を把握している地域団体や、多様なニーズに柔軟に対応できる市民の自主的・自発的な活動

を活発化させることが求められます。 

○ 泉大津市がんばろう基金※１を創設し、市民活動団体の自主的・自発的な活動を支援してきました。

今後も基金を積極的に活用しつつ、市民意識の醸成や市民活動団体同士の輪が広がるような施策が

必要です。 

○ パブリックコメントや各種審議会への市民参加など、市民が市政に参画する機会の創出を図ってき

ましたが、参加する市民は限られており、より多くの市民が、市の計画策定などに関われるよう、

参画機会の創出や意識啓発を行っていく必要があります。 

 

用語解説                                                     

※１ がんばろう基金：市民の特定非営利活動を応援するため、市民からの寄附と市の積立金によって設けられた基金。 

●成果指標 

実績値 目標値

44.6 45.1
48.3

60
51.8 47.9 52.0

70

20

40

60

80

100

H26 H29 H30 R6

市政への市民参画の機会が増え

たと思う市民の割合

地域活動やボランティア活動が

活発なまちだと思う市民の割合

（％）

実績値 目標値

100

9 9

51
69

86
102 102

0

50

100

150

H24 H26 H27 H28 H29 H30 R6

市民活動団体として登録している団体数

【団体】

当初目標値
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
●関係する市の条例・計画等 

◆泉大津市参画及び協働の推進に関する条例（平成２７年４月） 
 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①市政への市民参画の推進 

市の計画や施策に市民の意見を反映させるため、市民が意見

を述べる機会を充実します。 

・ パブリックコメントの実施等意

見聴取機会の充実 

・ 計画づくりに関する審議会等へ

の市民の参画機会の充実 

・ 市民参画についての意識啓発 

②市民協働の推進 

市民が地域のために行う公益的・自主的な取組を支援し、市

民と行政の協働を推進します。 

・ 市民活動団体等が地域の課題を

自主的に解消するための取組に

対する支援 

・ 市民との協働によるイベントの

実施 

・ 市民活動拠点の充実 

・ 市民活動団体の情報収集と発信 

・ 泉大津市がんばろう基金の活用

推進 

 
 

●協働の考え方 

○市民の役割 

まちの課題を自分のこととし

て捉え、まちづくりに自主的・自

発的に取り組みます。 

○団体・事業者などの役割 

団体が持つ特色や強みを活か

し、地域課題に対応したまちづ

くりに主体的に取り組みます。 

○行政の役割 

市民や団体・事業者が連携して

まちづくりに取り組むことができ

るよう、環境整備を行います。 

また、まちづくりを担う主体と

して行政も、市民や団体・事業者

と連携・協力し、まちづくりに取

り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 泉大津市がんばろう基金の交付状況 

663 682
589 652 

552 
400 
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（団体） （千円）
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
基本施策 政策 

 地域コミュニティ 力を合わせて市民の笑顔が 
あふれるまちづくり 

１－２地域コミュニティ 

●めざす姿：地域がつながり地域で課題解決できるまち 

世代を超えた交流により、地域コミュニティが育まれ、程よい距離感で、顔見知りの関係が築かれて

います。地域活動のネットワーク化やリーダー育成などにより、身近にある課題を地域で解決できるま

ちとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 阪神淡路大震災や東日本大震災は、極めて甚大な被害をもたらした災害でしたが、日常生活におけ

る地域のつながりの大切さを再認識する契機となりました。一方、生活様式の変化、価値観の多様

化、核家族化の進展などにより、地域のつながりの希薄化が進んでいる状況にあると言え、自治会

の加入率も低下傾向にあります。 

○ これまで仕事中心の生活を送ってきた団塊世代が順次定年退職の時期を迎えており、これからは地

域社会との関わりが強くなります。地域的な活動と距離があった市民や外国人も含め、多様な個

人・組織からなる地域コミュニティづくりが求められます。 

○ 市民と行政が、地域のつながりの重要性に対する認識を今一度共有し、新たな時代に対応した地域

コミュニティづくりを進めることが必要です。 

○ 地域コミュニティづくりを進めるにあたって、市民活動団体のネットワーク化を促進することや、

地域活動の中心となるリーダーを育成することなどが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●成果指標 

自治会加入世帯及び加入率 

（資料：泉大津市市民協働推進課（各年４月１日）） 

20,735 20,619 20,443 20,226 20,098 19,900 19,591 19,324 19,012 18,810 18,736 18,615 18,338

64.8 
63.7 

62.3 
61.5 60.9 

59.8 
59.0 

57.9 
56.7 

55.9 55.5 
54.7 

53.5 
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55
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65

70

75
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5,000
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20,000

25,000

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

自治会加入世帯数 加入率

（人） （％）

実績値 目標値

59.9 57.8
63.5

75

35.9 35.8 39.0

60

0

20

40

60

80

100

H26 H29 H30 R6

地域の中で人のつながりがある

と思う市民の割合

地域活動の中心となるリーダー

が育っていると思う市民の割合

（％）
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
●関係する市の条例・計画等 

◆泉大津市参画及び協働の推進に関する条例（平成２７年４月） 
 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①地域コミュニティのネットワーク化の促進 

地域団体同士や各種団体のネットワーク化を促進し

ます。 

・ 地域団体とＮＰＯや企業、大学などと

の連携の推進 

・ 地域課題の解決に向けた地域協議会の

組織化の促進 

②地域コミュニティに対する意識の醸成と支援 

市民と職員が共に地域のつながりの大切さに対する

認識を深めるための施策を推進するとともに、地域コミ

ュニティの活性化に向けた支援を行います。 

・ 市民・職員に対するセミナーや講演会

等の開催 

・ 地域におけるリーダーの育成 

・ 自治会の加入促進などのコミュニティ

活性化の取組に対する支援 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

地域での活動等に積極的に参加

し、地域のつながりを深めます。 

○団体・事業者などの役割 

地域住民が参加できる活動の

PR や情報発信を行い、組織力の

向上に努めます。 

企業も、地域コミュニティの

活性化の取組に協力します。 

○行政の役割 

地域団体等がコミュニティを

活性化させるための取組を支援

します。 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
基本施策 政策 

 男女共同参画 力を合わせて市民の笑顔が 
あふれるまちづくり 

１－３男女共同参画 

●めざす姿：誰もが能力と個性を発揮できるまち 

性別に関わらず、仕事や子育て、家事、介護など、あらゆる場面で男女が互いを尊重し、ともに責任

を担い、協力しあうことで、誰もが能力と個性を発揮できるまちとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 本市では、２次にわたり男女共同参画推進計画を策定し、男女共同参画交流サロンを整備するなど

男女共同参画社会の推進に取り組んでいますが、性別による固定的な役割分担の意識が根強く、ま

た、政策方針決定の場への女性の参画も、依然として少ないのが現状です。 

○ 性別に関わらず誰もが、その人自身の能力と個性を発揮でき、求める生き方をかなえることができ

る社会を実現することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

●成果指標 

男女共同参画交流サロン（にんじんサロン） 

実績値 目標値

61.3 62.6 62.4

75

40

60

80

100

H26 H29 H30 R6

家庭生活や職場、学校、地域に

おいて、男女が平等であると思う

市民の割合

（％）

実績値 目標値

21.1 23.2 27.6 23.2
30.4 29.3 29.7 28.3
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審議会委員の女性割合【％】
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
●関係する市の条例・計画等 

◆泉大津市男女共同参画のまちづくりを推進する条例（平成 19 年 12月）、◇第３次泉大津市男女共同

参画推進計画（平成 28年３月） 
 

●施策の展開方向  ●取組の事例 

①男女共同参画社会の実現に向けた環境整備 

男女が共に対等の立場で社会参画するための体制を整備していき

ます。 

・ 各種審議会など意思決定の

場への女性参画の推進 

②男女平等教育の推進 

児童・生徒をはじめ、全ての市民に対し、男女平等の意識の醸成を

図ります。 

・ 就学前や小中学校における

男女平等教育の推進 

・ 教職員を対象とした研修の

推進 

・ 研修など各種啓発事業の推

進 

③男女共同参画社会の実現に向けた活動支援 

市民活動団体などと連携し、男女共同参画社会の実現に向けた活動

を支援します。 

・ 市民活動団体が行うサロン

での活動などの支援 

・ 相談事業の推進 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

家事や子育て、介護等において、

役割分担しながら、男女が共に家

庭責任を果たします。 

○団体・事業者などの役割 

男女ともに、仕事と家庭の両

立が可能となるような職場環境

づくりに努めます。 

また、企業として、性別にと

らわれない公平な評価のもと、

管理職などへの女性の登用を進

めます。 

○行政の役割 

地域の実情やニーズの把握に

努め課題解決の取組を進めると

ともに、意思決定の場への女性

の参画を推進します。 

また、泉大津市としても、性

別にとらわれない公平な評価の

もと、管理職などへの女性の登

用を進めます。 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
基本施策 政策 

 人権・平和 力を合わせて市民の笑顔が 
あふれるまちづくり 

１－４人権・平和 

●めざす姿：思いやりを持ち人権が尊重されるまち 

人権教育や意識啓発が継続的に行われており、市民一人ひとりが人権を尊重する意識、平和への願い

を持ち、安心して生活を送ることのできるまちとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 人権問題は日々多様な形で発生する可能性のある問題です。特に最近では、ＬＧＢＴ※１等の性的少

数者に対する偏見や差別、インターネット上での書き込みなどの新たな形態も出現しています。 

○ 平成 28 年に人権三法（障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法）が施行

され、一人ひとりの人権が尊重される、差別のない社会の実現に向け、人権意識の一層の醸成が求

められています。 

○ 本市では、人権啓発推進委員を中心とした各種の啓発事業や教育現場をはじめとした人権教育、人

権擁護委員による人権相談事業などを推進してきましたが、人権尊重を基調とするあらゆる差別や

いじめ、虐待のない明るいまちづくりを進めるためには、今後も継続的な取組が必要となります。 

○ 国際社会では、常に一部の国や地域で何らかの紛争が起きています。平和社会の実現には、すべて

の市民が平和の大切さを認識する必要があります。これまでも、児童・生徒が平和への願いを描い

たうちわを展示する平和メッセージ展や平和パネル展などを開催し、平和に対する意識啓発を行っ

てきましたが、今後も継続的に、意識啓発を行っていく必要があります。 

用語解説                                                     

※１ ＬＧＢＴ：「Lesbian」（レズビアン、女性同性愛者）、「Gay」（ゲイ、男性同性愛者）、「Bisexual」（バイセクシュ

アル、両性愛者）、「Transgender」（トランスジェンダー、出生時に診断された性と自認する性の不一致）の頭文

字を並べたものだが、今ではそれらをはじめとするセクシュアル・マイノリティー（性的少数者）全般をさす言葉。 

●成果指標 

実績値 目標値
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人権・平和に関する研修・講演会・

セミナー等への参加者数【人】

当初目標値

実績値 目標値

9.9
7.2

9.8

0 -0.5

9.5

19.5

29.5

H26 H29 H30 R6

差別やいじめ、虐待があるまちだ

と思う市民の割合

（％）
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
●関係する市の条例・計画等 

◆人権を尊ぶまちづくり条例（平成６年１２月）、◇人権擁護都市宣言（昭和 53 年5 月）、◇非核平和

都市宣言（昭和 59 年７月） 
 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①人権教育・啓発の推進 

様々な人権問題の解決に向け、人権教育や意識啓発な

どを推進します。 

・ 同和問題などあらゆる差別問題に対す

る啓発事業の実施 

・ 人権擁護委員による人権相談などの各

種相談事業の実施 

・ 人権に関する各種講演会の開催 

・ 人権尊重の理念の理解・体得をめざす人

権教育の推進 

・ 教職員を対象とした研修の推進 

②平和に対する教育・啓発の推進 

市民が、平和の大切さを実感でき、平和に対する意識

を高めるための啓発に努めます。 

・ 平和メッセージ展などの平和啓発事業

の実施 

・ 平和教育の推進 

 
 

●協働の考え方 

○市民の役割 

日常生活において、個人の尊

厳、平等の意識、平和への願いを

持ち、行動に結びつけるよう努め

ます。 

○団体・事業者などの役割 

事業所等において、社員の人

権教育等に取り組みます。 

○行政の役割 

国や周辺自治体と連携を図り、

人権問題に関する教育及び啓発に

努めるとともに、人権被害を防

止・解決するための相談体制を充

実します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平和メッセージ展 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
基本施策 政策 

 多文化共生 力を合わせて市民の笑顔が 
あふれるまちづくり 

１－５多文化共生 

●めざす姿：多様な価値観を共感できるまち 

国内外の都市・地域との交流が活発に行われており、互いの慣習・文化の違いを理解し、多様な価値

観を認め合える市民が増えています。また、グローバルな視点を持ち、国際社会に対応できる人材が育

成されています。 

 

●成果指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 異文化理解のきっかけとなる外国語学習など、国際感覚を養う教育への期待や熱意は年々高まって

います。このような背景のもと ALT（外国語指導助手）派遣事業等、語学研修、友好都市との交流

を通した語学教育等の推進は実績があり、今後も継続して実施する必要があります。 

○ 泉大津市における国際交流は、友好都市との交流が中心でしたが、インバウンド※１の増加などによ

り、それ以外の国や地域の人との交流の機会も増加してきています。このような状況に対応し、市

民と外国人双方の慣習・文化を尊重し、お互いが過ごしやすいと感じるまちづくりのための取組が

必要です。 

○ プライバシー意識の高まりに伴い、外国人のニーズ、動向などの把握が難しいことが課題となって

います。災害時など不測の事態に備え、まず、日頃から外国人が必要としている市政情報の把握と

提供に一層努める必要があります。また、国内友好都市との交流も、地域の特性をいかした事業に

取り組み、積極的に進めていくことが求められています。 

○ 国際化・グローバル化の進展に伴い、市民レベルの国際交流活動が活発化しています。民間組織へ

の支援を行い、その活動を広く紹介することで市民レベルでの交流を推進する必要があります。 

 

用語解説                                                     

※１ インバウンド：外国人が訪れてくる旅行のこと。 

 

実績値 目標値

71.6 72.5 74.7
82

40

60

80

100

H26 H29 H30 R6

自分とは違う価値観や慣習、他

の地域・国の文化を理解するよう

にしている市民の割合

（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）

実績値 目標値

160
172

57
71

86 92
101

114

12 14 8 11 9 9
0

16
0

50

100

150

200

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 R6

国際交流協会会員（個人・団体・

法人）

市が関わる国際交流活動に参加

したボランティアの数【人】
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
●関係する市の条例・計画等 

◇オーストラリア グレーター・ジローン市との友好都市提携（平成4 年 4月）、◇和歌山県日高川町と

の友好都市提携（平成 14 年 4 月） 
 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①グローバル化に対応する人づくり 

国際感覚の醸成、国際理解や語学に親しむ教育を、就学

前・就学後にわたり実施します。 

また、国際的な視野を持つ、グローバルな人材を育成する

ため、必要となるスキルを培える機会を提供します。 

・ 国際理解教育、海外派遣研修の実
施 

・ 外国語教育に係る教員研修の充実
及び就学前からの外国語指導の推
進 

・ グローバル人材の育成に関するノ
ウハウを持つ企業との連携 

・ グローバル人材育成研修の実施 

②多文化共生をめざすまちづくり 

外国人が必要としている市政情報の把握と提供に努めま

す。 

また、国内友好都市との交流を進め多様な文化を理解する

きっかけとなる事業を実施します。 

・ 外国人向けの情報提供 

・ 外国人のニーズ把握 

・ 外国人を参加者とする事業の実施 

・ 外国人児童生徒への日本語指導の
推進 

・ 国内友好都市の地域性を活かした
事業の実施 

③交流活動の推進 

市民レベルの交流活動を推進するため、友好都市の情報を

定期的に広報するとともに、国際交流関係団体の活動を支援

し、その情報を周知します。 

・ 国際交流関係団体の活動の紹介 

・ 活動希望者と活動団体のマッチン
グ 

・ 国内外友好都市の情報の提供 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

意思疎通を図りながら、それぞ

れの文化や慣習を尊び分かち合

うことに努めます。 

また、留学生との交流やホスト

ファミリーとなるなど、市民レベ

ルでの国際交流活動に積極的に

参加します。 

○団体・事業者などの役割 

各主体が事業や活動を展開す

るなかで、外国人と日本人の交

流を促進し、多文化共生を推進

します。 

○行政の役割 

国際交流を支援するとともに、

多文化共生に向けた環境づくり

に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人のための防災体験 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 学びあうひとづくり 彩りあるまちづくり 

 

２－１ 就学前・学校教育 

２－２ 青少年育成 

２－３ 生涯学習 

２－４ 文化・芸術・スポーツ 

 

 

 

 

第２節 学びあうひとづくり 彩りあるまちづくり 



 

22 

第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料  

基本施策 政策 

 就学前・学校教育 学びあうひとづくり 
彩りあるまちづくり 

２－６就学前・学校教育 

●めざす姿：つながりある学びと育ちを大切にするまち 

就学前から義務教育、さらにその後の教育へとつながりある学びの環境が整い、学校・家庭・地域が一体

となって子どもの育ちを大切にする意識が根付いています。快適な学習環境のもと、学校が好きな子どもが

増え、学校生活を楽しみ、子どもたちの「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」がはぐくまれています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 人の一生において、幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる時期であり、幼児期におけ

る教育が、その後の人間としての生き方にもかかわる重要なものであることから、質の高い就学前

教育の充実が求められており、幼稚園教諭・保育士・保育教諭の資質・能力の向上が、より一層重

要となっています。 

○ 本市では、多くの学校施設の老朽化が課題となっており、安全・安心で快適な学習環境を整えてい

く必要があります。また、基礎的・基本的な知識や技能の習得、思考力・判断力・表現力などの育

成、さらには、学習意欲の向上、学習習慣の確立、多様な学習形態・内容への対応を図るため、設

備・教材の整備や充実が求められています。 

○ 学校教育においては、言語力及び知識・技能を活用する力に課題が見られます。また、いじめや不

登校、問題行動などの様々な課題への対応やすべての子どもたちがともに学び育つ教育の充実が求

められています。さらに、生活習慣の変化や体力の低下が懸念されています。これらを踏まえ「確

かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」をバランスよくはぐくむことが大切です。 

○ 学校・家庭・地域の連携体制を整備し、地域全体で子どもを育てるという機運の醸成のもと、地域

とともにある学校づくりを進めるとともに、放課後の子どもの過ごし方を総合的に充実させる必要

があります。また、学校は、地域のコミュニティや各種活動の拠点として利用できる機能や可能性

を有していることから、今後、児童生徒数の推移に応じた施設のあり方や環境の整備について検討

する必要があります。 

○ 就学前教育ではぐくまれた学びの芽生えを小学校に適切につなげ、さらに中学校、高等学校等への

円滑な接続を図る必要があります。 

●成果指標 

実績値 目標値

62.9 66.1 65.0

75

57.4 58.5 58.7

72

40

50

60

70

80

H26 H29 H30 R6

幼稚園・保育所・認定こども園などにおける

就学前教育が充実していると感じている市

民の割合

小中学校教育が充実していると感じている

市民の割合

（％）

実績値 目標値

79.8
83.5 80.6 80.8 81.6

87.6 88

56.5
59.7 61.5 59 60

67.9 68.0

全国平均以上
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学校に行くのが楽しいと思っている生徒

の割合（全国学力・学習状況調査）【％】

自分によいところがあると思っている生

徒の割合（全国学力・学習状況調査）

【％】
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
●関係する市の条例・計画等 

◇泉大津市教育振興基本計画（平成 28 年 3 月）、◇泉大津市生涯学習推進計画（平成 29 年３月）、◇

泉大津市教育みらい構想（令和元年６月）、いずみおおつ子ども未来プラン（令和２年３月（予定））、◇

学校園に対する教育方針（毎年度４月）、◇泉大津市いじめ防止基本方針（平成 26 年 3 月） 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①学習環境の整備・充実 

安全・安心で快適な学習環境を提供するとともに、多様

化する教育ニーズに応じた教材等の整備に努めます。 

・ 学校施設・設備の老朽化対策・長寿

命化対策の推進 

・ 多様な学習活動に対応する設備・教

材等の整備・充実 

②就学前教育の充実 

幼稚園教諭・保育士・保育教諭の資質の向上に取り組む

とともに、家庭や地域とも連携しながら、就学前教育の充

実を図ります。 

就学前教育から小学校への円滑な接続をめざします。 

・ 相互の人事交流による就学前教育

の活性化 

・ 相互参観や合同研修会の実施によ

る教育内容の向上 

・ 保・幼・認・小の連続性に配慮した

プログラムの推進 

③学校教育の充実 

指導方法の工夫・改善を図りながら、児童・生徒の一人

ひとりの個に応じた指導体制の充実を図ります。 

豊かな心と人間性をはぐくみ、いじめや不登校、問題行

動などの様々な課題の解決や特別支援教育など、指導・支

援・相談体制の充実を図ります。 

適切な健康管理とともに、体力の向上や基本的生活習慣

の確立など、健やかな体づくりを図ります。 

・ 授業づくりの推進 

・ 中学校区単位での道徳教育の推進 

・ 特別支援教育の充実 

・ 教育支援センターの機能強化 

・ 教員の資質能力の向上 

・ 健康・体力づくりの推進 

・ 食に関する指導の研究・充実 

④つながりある教育体制の充実 

就学前から義務教育、地域の高等学校などへの円滑な接

続と連携を強化し、学びでつなぐ教育コミュニティの構築

をめざします。 

学校を中心として、家庭、地域の様々な人々や機関が役

割を担いながら相互に連携し、子どもたちの教育に関わる

体制の整備・充実を図ります。 

・ 小中一貫校等の校種間連携の推進 

・ コミュニティ・スクールの充実・促

進 

・ 子どもの放課後の居場所づくりの

充実 

・ 家庭教育支援の充実 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

保護者として、地域や学校との

連携・参画に努めます。 

地域の一員として、幼稚園・保

育所・認定こども園や各小中学校

におけるイベントやクラブ活動

等の支援を行います。 

 

○団体・事業者などの役割 

ＰＴＡ、地域団体が連携し、

児童生徒の通学時等の安全を確

保するため、パトロール等を実

施します。 

各小中学校において、学校、

家庭と連携し、歩こう会や星空

観察会等を実施し、子どもの健

やかな育成に努めます。 

児童・生徒の社会見学、就労

体験を応援します。 

○行政の役割 

学校・家庭・地域が一体となっ

て、つながりある教育環境を整

え、「確かな学力」、「豊かな心」、

「健やかな体」をはぐくむ子ども

の育成に努めます。 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
基本施策 政策 

 青少年育成 学びあうひとづくり 
彩りあるまちづくり 

２－７青少年育成 

●めざす姿：青少年が夢を持って社会参画できるまち 

学校・家庭・地域が一体となって青少年の社会への興味・関心をはぐくみ、学習や活動を支援してい

ます。青少年が夢を持ち、自らの意思で積極的に社会参画するまちになっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 社会的なモラルの低下や生活様式・家族形態の変化、情報化の急速な進展など、青少年を取り巻く

環境が変化し、非行に加え、ひきこもり・ニートなど青少年が抱える問題もますます多様で複雑に

なっています。 

○ 新たな課題に対して、青少年の育成、指導、保護に関わる団体や関係機関、有識者等で構成する組

織において、青少年育成についての総合的な審議を行い、そこでの方針や方向性、目標を踏まえ、

施策を組み立てていくことが必要です。取組にあたっては、学校・家庭・地域及び行政の連携協力

が必要となっています。 

○ 一般的には 30 歳までが青少年とされ、学齢期を除くと、最も実態把握が困難な世代であり、地域

との関わりが薄いことが課題となっています。一方、青少年の固定概念や慣習にとらわれない柔軟

な発想には、市民ニーズの多様化、既存団体の活動内容の固定化、メンバーの高齢化などの課題に

応える潜在的な力が秘められており、地域や事業の起爆剤として活かせるような青少年活動が必要

となっています。 

○ 青少年の潜在的な力の掘り起し・活用と同時に、青少年が将来に夢を持ち、自らの意思で積極的に

社会参画するためには、大学や地域との連携等により青少年が参画しやすい仕組みを創出していく

ことが必要です。 

●成果指標 

実績値 目標値

76.4 75.9 72.5
84

14.1 11.9 11.4

30
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将来の夢や目標を持っている青

少年の割合

この1年間に、ご自身またはお子

さんが、青少年健全育成のため

の活動に参加したことがある市

民の割合

（％）

実績値 目標値

68.2 69.4 72.2 73.7 75.8
69.1 71.7

全国平均以上
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将来の夢や目標を持っている生徒の

割合（全国学力・学習状況調査）【％】
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
●関係する市の条例・計画等 

◆泉大津市青少年育成協議会条例（平成 26 年 10 月） 

 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①健全育成の環境づくり 

学校・家庭・地域の連携による社会全体での健全な青少年

育成の環境づくりを推進します。 

また、ニート、引きこもりなど、自立や社会参画に困難を

抱える青少年の自立支援などの諸課題に対する支援体制や

環境づくりに努めます。 

・ 地域ボランティア活動の充実 

・ 青少年育成問題の課題の抽出、審

議 

・ 青少年関係団体の活動促進 

 

②青少年の社会参画の推進 

諸課題に対し、青少年の視点と行動力をマッチングさせ事

業の活性化及び青少年の社会参画を促します。 

・ 各種事業への青少年の参画促進 

・ 包括連携協定大学と連携した活動

の充実 

・ 人材育成のための事業の推進 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

市民一人ひとりがルールやマナ

ーを身につけ、守ることで、青少

年に規範を示します。 

地域のなかで青少年との交流を

深めつつ、青少年の指導育成に努

めます。 

○団体・事業者などの役割 

イベント開催時に見回りを実

施するなど、地域全体で青少年

を見守り、育てていく環境づく

りに努めます。 

○行政の役割 

学校・家庭・地域などと連携

し、青少年の学習・活動環境を

整え、積極的な社会参画を支援

します。 

まちづくりに若い力を積極的

に活用します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成人式企画会議 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
基本施策 政策 

 生涯学習 学びあうひとづくり 
彩りあるまちづくり 

２－８生涯学習 

●めざす姿：すべての世代が学びあい育ちあえるまち 

多様なニーズに応じた学習機会の提供により、すべての人が自由に学び、その成果を社会へと還元す

る学びの循環が創出され、学ぶことの喜びを分かちあえるまちとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 高度情報化社会の進展とともに、ＩＣＴ※1 等を活用した学習機会が増加するなど、学習に対するニ

ーズが多様化しています。社会の変化や市民ニーズを踏まえ、総合的・計画的な生涯学習の推進体

制を整備する必要があります。 

○ 社会教育施設等で活動している団体等が高齢化・固定化し、自己充足の学習に陥りがちになってい

ます。自己充足の学習だけではなく、地域社会に貢献できる学びの循環を創りだすことが重要です。 

○ 若い世代が気軽に学習に参加できる機会や高齢者が知識や技能を発揮できる活動場所など、あらゆ

る年代が、参加・参画できる学習環境を充実させることが必要であり、多様な主体と連携した学習

機会の創出が求められています。また、社会教育施設の老朽化やバリアフリー化※２への対応などが

課題となっています。 

 
 

用語解説                                                     
※１ ＩＣＴ：Information and Communication Technology(インフォメーション・アンド・コミュニケーション・

テクノロジー)の略。情報通信技術。 
※２ バリアフリー化：高齢者や障がい者、妊婦、傷病者などが社会生活を送るうえで、障壁となるものを取り除くこと。 

●成果指標 

「取り組んでいる」と

回答した市民のうち 

実績値 目標値

54.3 54.9 57.3
71

20.0 14.3 15.2

35
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100

H26 H29 H30 R6

生涯学習の機会や場所が充実して

いると思う市民の割合

人生が豊かになるよう生涯学習活

動に取り組んでいる市民の割合

（％）（％）（％）

実績値 目標値

8379.4

90.3
84.2

91

60

80

100

H26 H29 H30 R6

生涯学習を通じて身に付けた知識や経験、

人とのつながりを仕事や地域活動に活かす

ようにしている（または、活かしたいと思って

いる）市民の割合

当初目標値

（％）（％）
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
●関係する市の条例・計画等 

◇泉大津市教育振興基本計画（平成 28 年 3 月）、◇泉大津市生涯学習推進計画（平成 29 年３月） 
 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

生涯を通じて、自主的に学習活

動に取り組みます。 

各種イベント等に積極的に参加

し、自らの知識や技能を地域に還

元します。 

○団体・事業者などの役割 

各種団体が持つ知識・経験を

活かし、地域づくりに貢献する

活動を行います。 

積極的な情報発信を行い、ネ

ットワークを拡大させ、まちづ

くりの担い手づくりに努めま

す。 

○行政の役割 

各種団体と連携し、多様なニ

ーズに応じた学習情報の提供と

ともに、社会教育施設を拠点と

して、地域の学習活動の活性化

を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①生涯学習推進体制の整備 

大学などの専門機関と連携を図り、学習機会の提供

に努めるとともに、ボランティアの育成・活用とネッ

トワーク化を進め、社会教育施設を拠点とした地域コ

ミュニティの活性化を進めます。 

・ 社会教育委員会議の活性化 

・ コーディネーター機能の強化 

・ 専門的知識を持った職員の配置 

②学習活動の支援及び学習環境の充実 

さまざまな主体との連携などにより、多様化する学

習スタイルに対応した学習機会を提供します。また、

社会教育施設を拠点とした地域の学習活動の活性化等

を図ります。これらの取組により、生涯を通じた学習

機会の充実を図ります。 

・ 包括連携協定大学と連携した活動の充実 

・ 地域コミュニティ活動への支援 

・ 学校を地域のコミュニティ活動の拠点と

して開放 

・ ＮＰＯや市民団体、各種団体との連携に

よる講座等の開催 

・ ＨＰ・広報紙等を活用した情報提供の推

進 

③読書活動の推進 

本を読む喜びを味わい、豊かな感性を育てるための

読書活動を推進し、本に親しむ子どもを増やします。 

あらゆる市民の読書活動を推進するため、身近なと

ころで読書ができる環境を整備していきます。 

・ 発達段階に合わせた推進活動 

・ 読書環境の整備 

学校図書室開放 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
基本施策 政策 

 文化・芸術・スポーツ 学びあうひとづくり 
彩りあるまちづくり 

２－９文化・芸術・スポーツ 

●めざす姿：暮らしに文化・芸術・スポーツが息づくまち 

すべての市民が、文化・芸術・スポーツに親しみ、暮らしの中に潤いや生きがいが生まれています。

また、市民が主体となった様々な活動が展開され、活動の裾野が広がることで、市民が愛着を感じるま

ちになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 文化・芸術活動においては、担い手が減少しつつあり、その衰退が懸念されるとともに、多様な人々

や価値観の中で地域固有の文化芸術をどのように形成していくかが課題となっています。社会環境

や価値観が急激に変化する中、有形、無形の文化財を継承し、保存・活用するための調査、研究を

進めるとともに、市の歴史を学ぶ機会の創出と、次世代に文化を継承する取組が求められています。 

○ スポーツ活動においては、精神的充足や楽しさなどの内面的な価値とともに、青少年の健全育成や

心身の健康保持、地域社会の再生なども担っています。生涯、スポーツを通じて、心豊かに生活で

きる社会を創出するため、多様な主体が連携・協働して、スポーツの推進に取り組むことが重要と

なっています。そのためには、ライフステージに応じて、年齢や性別、障がい等を問わず、広く市

民が関心や適性に応じてスポーツに参加できる環境整備が課題となっています。 

○ 活動団体の多くは、参加者の年代に偏りがあり、若い世代を中心とした人材の発掘が課題となって

います。活動の主役は一人ひとりの市民であることから、行政は、多様な主体の参画、協働のもと

相互に連携を図ることができるような取組を支援するとともに、これまでの広報手段に加え、新た

な広報媒体の開拓や、より積極的な情報提供が求められています。 

 

●成果指標 

実績値 目標値

11,000
12,805

10,243 10,366

7,738

11,100
12,325

17,922 18,000

0
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15000

20000

H23 H24 H25 H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 R6

文化・芸術・スポーツのイベント参加

者数【人】

当初目標値

実績値 目標値

35.5 39.7 34.2

48

16.2 16.5 17.0

32
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週に１日以上、運動やスポーツをして

いる市民の割合

１ヶ月に１度以上、文化・芸術活動に

参加している市民の割合

（％）（％）（％）



 

29 

第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
●関係する市の条例・計画等 

◆泉大津市文化芸術振興条例（平成１９年２月）、◆泉大津市文化財保護条例（平成４年１２月） 

◇第２次泉大津市文化芸術振興計画（平成 28 年 3 月）、◇泉大津市教育振興基本計画（平成 28 年 3

月）、◇泉大津市生涯学習推進計画（平成 29 年３月） 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①歴史的・文化的資源の保存と活用 

市内の文化財の調査、保存・活用とともに、歴史・

文化資源の普及啓発活動を推進します。 

・ 文化財解説者の育成 

・ 地域の歴史について学ぶ講座の開講 

・ 文化財の種別に応じた調査・保存・展示 

・ 地域の歴史・文化的資料の収集 

②文化・芸術・スポーツ活動の支援 

市民の自主的な文化・芸術・スポーツ活動の促進の

ため、鑑賞やスポーツイベントへの参加機会の提供、

環境整備などの支援を行い、振興を図ります。 

・ 市展・文化祭、文化フォーラム、市民体

育祭等を電子媒体等で幅広く広報 

・ 連携コーディネーターによる文化・芸

術・スポーツ活動の促進 

・ 活動サポーターの育成 

③各分野との交流・連携の充実 

多様な主体が文化・芸術・スポーツ活動における交

流・連携を図ります。 

・ 包括連携大学等の教育専門機関及び他分

野と連携した事業の充実 

・ 学校教育における地域の歴史・文化・産

業等の学習機会の提供 

・ 総合型地域スポーツクラブの育成、促進 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

様々な人々との交流を通じなが

ら文化・芸術・スポーツ活動に積

極的に参加、発表します。 

郷土の歴史や文化財への知識を

深めます。 

○団体・事業者などの役割 

市民が文化・芸術・スポーツ

を楽しむことができるよう、各

種講座やイベントを開催しま

す。 

指導者やリーダー育成に努め

ます。 

○行政の役割 

各種団体と連携して、気軽に

参加できる講座やイベント等の

開催・情報提供等を行い、市民

が文化・芸術・スポーツにふれ

る、発表できるきっかけづくり

を行います。 

市民・事業者・団体などのネ

ットワークづくりを支援しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民体育祭 ごかんのおまつり 
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資料 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくり 

 

３－１ 子ども・子育て支援 

３－２ 地域福祉 

３－３ 高齢者福祉 

３－４ 障がい者福祉 

３－５ 保健・医療 

 

 

 

 

第３節 誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくり 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料  

基本施策 政策 

 子ども•子育て支援 誰もがすこやかにいきいきと 
暮らせるまちづくり 

３－１０子ども・子育て支援 

●めざす姿：笑顔で育ち育てられるまち 

地域ぐるみで子育てを支援する環境が整っており、子育てに関する喜びが共有され、子どもを産み・

育てたいと思えるまちとなっています。 

また、泉大津の将来を担うすべての子どもたちの尊厳が大切にされ、豊かな個性が育まれ、笑顔のあ

ふれるまちとなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 子どもを安心して産み育てられるよう、母子の健康保持・増進、疾病の予防や早期発見に対する体
制の充実、妊娠・出産からの医療体制の連携と充実をはかる必要があります。また、近年の都市化、
核家族化により子育て家庭が孤立化する傾向にあります。子どもの発達状況に応じて、子育てに対
する心身の負担の解消や、経済的負担を軽減するなど、次代を担う若い世代が子どもを安心して産
み育てることのできる環境づくりが必要です。 

○ 少子化が進む反面、共働き世帯の増加、就労形態及び世帯構成の多様化などにより延長保育、一時
保育、休日、病児、病後児保育等、保育ニーズが増大、多様化してきています。このような社会的
背景により、本市においても、保育所への入所希望は増加しており、待機児童の解消には至ってな
いのが現状です。一方、公立幼稚園については、園児数は年々減少傾向にあり、クラス数の減、少
人数でのクラス運営などの課題が生じています。多様化する子育てニーズに対応し、子どもが安全
で、安心して過ごせる充実した「教育・保育」環境を提供する必要があります。 

○ 本市では、総合福祉センター内に幼児・親子教室を設置し、療育が必要な児童の支援を行っていま
すが、児童発達支援の相談件数は急速に増加しており、児童発達支援センターの設置や放課後等デ
イサービスの推進など支援体制の充実を図る必要があります。 

○ 保護者の就労状況に関わらず、すべての子育て家庭への支援が求められている現在、家庭で子育て
をする保護者も利用できる一時預かりや、身近なところで子育て相談などが受けられる地域子育て
支援拠点など、地域の様々な子育て支援を充実していく必要があります。 

○ 深刻な社会問題となっている児童虐待については、泉大津市児童虐待防止ネットワーク※１（愛称：
ＣＡＰＩＯ）を設置し、関係機関が連携した取組を進めています。今後も、早期発見、早期対応を
めざし、虐待の予防・防止と適切な対応を進めていく必要があります。 

用語解説                                                     
※１ 泉大津市児童虐待防止ネットワーク：福祉・教育・保健・医療・警察等の各関係機関が連携して、虐待されている

疑いのある子どもたちの安全の確保や家族への援助を検討し、子どもたちが安心して過ごせるよう支援していくネ
ットワーク。Ｈ19年に泉大津市要保護児童対策地域協議会 児童虐待防止ネットワーク部会に改名。 

●成果指標 

実績値
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子育て相談件数【件：左軸】

当初目標値

合計特殊出生率【右軸】

保育所の待機児童数（求職者含む）

【人：右軸】 目標値

実績値 目標値

61.9 66.5 68.5
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子どもを産み育てやすいまちだ

と思う市民の割合

（％）（％）（％）
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
●関係する市の条例・計画等 

◇いずみおおつ子ども未来プラン（令和２年3月（予定））、◇泉大津市第５期障がい福祉計画・第１期

障がい児福祉計画（平成30年 3月） 
 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①子どもを安心して産み育てられる環境づ

くり 

医療機関等との連携をはかり、支援体制を強

化するとともに、経済的支援を行い、子どもを

安心して産み育てるための環境づくりを推進し

ます。 

・ 妊娠前・妊娠・出産・育児期間までの継続した

母子保健施策の推進 

・ 市立病院・医師会・歯科医師会など関係機関と

連携した支援体制の充実 

・ 子育て世帯への経済的支援の拡充 

②充実した就学前教育・子育て環境の提供 

教育・保育を一体として捉えた認定こども園

の設置を促進し、子どもの健やかな育ちの環境

を整え、多様な保育ニーズに応える保育サービ

スの充実にむけた取組を推進します。 

多様化する子育てを取り巻く環境に対応する

ため、安心して子どもを預けることができる子

育て支援サービスの充実を図ります。 

・ 認定こども園の設置の促進 

・ 老朽化した教育・保育施設の改修及び耐震化の

推進 

・ 待機児童解消に向けた施設利用定員の拡大 

・ 一時預かり事業、緊急一時預かり事業の拡充 

・ 障がい児及び発達障がい児の成長段階に応じ

た一貫した支援体制の充実・拠点施設の整備 

・ 放課後児童クラブ※２の充実 

③家庭や地域の子育て力の向上支援 

育児不安軽減や解消のための情報を集約･発

信するとともに、情報交換や交流、相談の場、

子ども食堂を含め子どもの居場所づくりを促進

し、家庭や地域の子育て力の向上を支援します。 

・ 地域子育て支援拠点の整備と事業の充実 

・ 子どもの居場所づくりの促進 

・ 子育て相談事業の充実 

・ 児童虐待防止と適切な対応の推進 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

市民一人ひとりが子どもと子

育て家庭を支援する意識を持ち、

行動します。 

○団体・事業者などの役割 

地域社会全体で子どもを育て

る意識を持ち、子どもや子育て家

庭に配慮した多様なサービスの

提供に努めます。 

○行政の役割 

子育てに関する相談体制を充

実するとともに、地域の子育て支

援に関わっている団体や関係機

関との連携を深めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

くすのき認定こども園 

用語解説                                                     

※２ 放課後児童クラブ：保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対して、放課後の適切な遊び及び生活の場を

提供して、その健全育成を図る事業。
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資料 
基本施策 政策 

 地域福祉 誰もがすこやかにいきいきと 
暮らせるまちづくり 

３－１１地域福祉 

●めざす姿：ぬくもりの手と手をつなぐまち 

市民・団体・事業者・行政などが、互いに協働し、それぞれの役割を果たしながら、支え合いの活動

を実践することで、地域の力で様々な課題を解決できる取組が実践され、誰もが社会の一員として活き

活きと安心して暮らせるまちになっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語解説                                                     

※１ 8050問題：ひきこもりの子を持つ家庭が高齢化し、50代の中高年のひきこもりの子を80代の後期高齢者とな

る親が面倒をみるケースが増えている社会問題のこと。 

※２ 地域包括支援センター：介護予防や生活支援に関する高齢者本人や家族からの相談に対応する総合窓口を備え、介

護・福祉・医療・虐待防止などの必要な支援を一体的に実施する、地域包括ケアを進めるための地域の拠点。 

※３ コミュニティソーシャルワーカー（CSW）：地域において、支援を必要とする人々の生活圏や人間関係等環境面を

重視した援助や、公的機関へのつなぎを行うスタッフ。 

●成果指標 

●現況と課題 

○ 人口減少や少子高齢化の進展、核家族化など地域を取り巻く環境は変化しており、支援を必要とす
る人のニーズも多様化・複雑化している背景があります。8050問題※1に象徴されるような複合的
な課題に対応するため、地域の多様な主体が我が事として参画し、世代や分野を超えて丸ごとつな
がることで、一人ひとりの暮らしと生きがいをともに創っていく地域共生社会の実現を目指す必要
があります。 

○ これまで、地域における福祉サービスの利用推進や福祉活動への市民参加を促進するための取組を
進めてきましたが、市民の地域福祉に関する取組の認知度はまだ高いとは言えない状況にあります。
地域福祉活動の充実・強化には、更なる市民意識の向上が求められます。さらに、各種団体が積極
的に活動を展開していますが、メンバーが固定化している状況にあり、新たなメンバーの参画を促
す必要があります。 

○ 近年、地域住民間での近所づきあいが希薄化しています。特に若い世代ほど隣近所との結びつきが
弱まり、地域で助け合えていると感じる人が少ない状況にあります。そのため、地域住民が集まれ
る場づくりや、住民・団体・行政等が協力しながら、地域住民で地域全体を支える仕組みづくり（場
づくり、機会づくり）を推進することが重要です。 

○ 地域包括支援センター※２や地域のコミュニティソーシャルワーカー※３の活動により、支援を必要とす
る市民を適切な支援につなげることが一定進められてきました。しかし、一方で未だ福祉の相談窓口
を知らない市民も多く、福祉サービスの情報を十分入手できていないという課題もあります。本市で
は、平成27年4月に市民生活応援窓口を設置し、一人ひとりの状況に応じた支援プランを作成し、
他の専門機関と連携して解決に向けた支援を行っていますが、引き続き支援を必要とする市民に適切
なサービスを提供できるよう周知していく必要があります。 

実績値

3,102

2,232 2,507

3,529
4,041 4,071

3,450
3,500

3,100

22.1 16.1

50

0

20

40

60

80

100

0

1000

2000

3000

4000

5000

H23 H24 H25 H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 R6

福祉サービスに関する相談件数

【件：左軸】

当初目標値

地域活動等への参加率【％：右軸】

実績値 目標値

58.3 54.6 60.0

75

40

60

80

100

H26 H29 H30 R6

地域住民同士で助け合うようにし

ている市民の割合

（％）（％）（％）



 

35 
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資料 
●関係する市の条例・計画等 

◇第４次泉大津市地域福祉計画・第３次泉大津市地域福祉活動計画（平成 30 年 3 月）、◇いのちつな

がるこころプラン（泉大津市自殺対策計画）（平成31年3月） 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①地域福祉の意識の醸成と人材の育成 

地域福祉の周知・啓発や具体的な福祉活動を経験・

理解する機会を提供します。 

地域福祉の推進を担うコミュニティソーシャルワー

カーなどの専門員やボランティアなどの育成を推進す

るとともに、それぞれの活動内容の普及・啓発・支援

に努めます。 

・ 市民フォーラムの開催 

・ コミュニティソーシャルワーカーなど専

門員の育成 

・ 専門員等による相談業務の普及・啓発 

・ ボランティア養成講座の開催 

・ 社会福祉協議会ボランティアセンターの

周知 

②地域福祉を支えるネットワークの整備 

小地域ネットワーク活動※４を推進します。 

各種団体の連携強化を推進するとともに、住民が主

体的に福祉の活動に参画できるよう、活動の場、拠点

づくりなどの環境整備を図ります。 

・ 地域での各種団体の情報共有連絡会の開

催 

・ 地域住民による見守り・安否体制の整備 

・ 老人集会所などを活用した「つどいの場」

の提供 

・ 距離の近さが生み出すネットワークを活

かした地域力の強化 

③福祉サービスを利用しやすい体制の整備 

支援を必要とする人が、適切にサービスを利用でき、

権利が守られ、その人らしく生活できるよう包括的な

相談・支援体制の構築や権利擁護※５に関する取組を推

進します。 

・ 地域での各種団体の情報共有連絡会の開

催 

・ 日常生活自立支援事業の普及・啓発 

・ 各種媒体の活用による公的サービスの情

報提供の充実 

・ 生活困窮者支援体制の拡充 

 
 

●協働の考え方 

○市民の役割 

地域活動やボランティア活動

に積極的に参加します。 

○団体・事業者などの役割 

地域で活動する団体は、市民参

加を促し、活動の裾野を広げなが

ら、地域福祉の推進に努めます。 

○行政の役割 

地域の支え合いの仕組みを構

築するため、各種団体と連携し、

地域活動団体のネットワークづ

くりを支援します。 

制度・分野ごとの縦割りの関係

を超えて包括的につながる仕組

みづくりを進めます。 
 

用語解説                                                     

※４ 小地域ネットワーク活動：小学校単位で、地区福祉委員会を中心に自治会・民生委員児童委員協議会・老人クラブ

などと連携し、福祉の啓発や住みよい福祉のまちづくりを推進する活動。  

※５ 権利擁護：寝たきりや認知症の高齢者、知的障がい者、精神障がい者など、判断能力が不十分なため日常生活に困

っている方の権利を保護したり、本人に代わって財産を適切に管理すること。 
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資料 
基本施策 政策 

 高齢者福祉 誰もがすこやかにいきいきと 
暮らせるまちづくり 

３－１２高齢者福祉 

●めざす姿：すこやか安心長寿のまち 

地域全体で高齢者の暮らしを支えることで、高齢者一人ひとりが、住み慣れたまちで安心して暮らす

ことができるまちになっています。 

また、地域活動などを通して社会参加することで、健康で生きがいを持った生活を送っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語解説                                                     

※１ 地域包括ケアシステム：医療・介護・介護予防・生活支援・住まいの五つのサービスを一体的に受けられる支援体

制のこと。 

●成果指標 

●現況と課題 

○ 団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向けて、高齢者の尊厳保持と自立支援の目的のもとで、

可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができるような「地域包括ケアシステム※１」（包

括的な支援・サービス提供体制）の構築を進める必要があります。 

○ 地域包括ケアシステムの構築には「自助」「互助」「共助」「公助」が必要です。中でも「自助」「互

助」の果たす役割は大きく、行政をはじめ関係機関は地域が自主性や主体性をより発揮し、継続的

に取組を実施していくための仕組み作りに積極的に取組み、地域の特性に応じた地域包括ケアシス

テムを作り上げることが必要です。 

○ 地域包括ケアシステムにおいては「自助」の取組が大切です。老後への備えや、元気な時からの介

護予防など、「自助」の取組に対する支援や環境整備を進めることが必要です。 

○ 公的福祉サービスでは解決が難しい日常的な生活課題が増し、これまで以上に地域の特色を活かし

た、「互助」の取組が求められています。地域の力をより発揮できるよう「互助」の取組に対する支

援や環境の整備を進めることが必要です。 

○ 高齢化の進展に伴い、継続的な医療や介護が必要な高齢者が増加しています。また、認知症も年々

増加しており社会全体の大きな不安要因となっています。 

○ 高齢者に対する医療環境の充実に向けて、医療と介護の連携強化による在宅医療・介護の充実化な

どが求められます。また、認知症の人が住み慣れた地域で生活できるよう、認知症の人と介護家族

への理解を深め、日常的に認知症の人を手助けする意識のある市民を増やすとともに、高齢者自ら

が実践する認知症予防に向けた取組を支援する必要があります。 

実績値
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
●関係する市の条例・計画等 

◇第４次泉大津市地域福祉計画・第３次泉大津市地域福祉活動計画（平成 30 年 3 月）、◇泉大津市高

齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成30年 3月） 
 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①介護予防の推進 

「自助」、「互助」、「共助」、「公助」の取組により、

介護予防を推進します。 

 

・ 介護予防事業参加者数の増加 

・ 介護予防自主グループ活動の推進 

・ 介護予防の効果の数値化による意義と重

要性の普及啓発 

②認知症対策の推進 

認知症になっても住み慣れた地域で生活できるまち

づくりを推進します。 

・ 認知症サポーター、キャラバンメイト※２

の育成 

・ 小・中学生や若年層への知識の普及 

・ 認知症高齢者を介護する人への支援 

③医療と介護の連携 

多職種が連携し、医療と介護の連携を強化します。 

・ 医療と介護の連携会議（イカロスネット）

の充実 

・ 医療と介護の連携に関する研修の実施 

・ 地域の医療資源、福祉資源の把握・活用

及び市民への普及・啓発 

④生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加 

ボランティア、ＮＰＯなど多様な主体による軽度の

支援を必要とする高齢者への生活支援サービスの提供

と、元気な高齢者によるサービス提供者（担い手）と

しての社会参画を促進します。 

・ 地域住民による見守り・安否体制の整備 

・ ボランティア活動の推進・支援 

・ 現役時代の能力を生かした活動の推進・

支援 

⑤地域活動の仕組みづくり 

高齢者が地域とのつながりが持てるような環境を整

備します。 

・ 地域サロンなどの地域活動への参画と活

動団体の発展支援 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

高齢者は地域活動に積極的に

参加し、知恵や経験を地域社会に

活かします。 

 

○団体･事業者などの役割 

地域全体で高齢者を支える地

域ケア体制の構築に努めます。ま

た、認知症などに対するサポート

の必要性についての理解促進に

努めます。 

○行政の役割 

地域団体や介護事業者等と連

携し、適切な介護サービスの提供

に努めます。 

また、民間事業者等のノウハウ

や技術を活かし、高齢者が安心し

て暮らすことができる体制の充

実を図ります。 

 

用語解説                                                     

※２ キャラバンメイト：地域で暮らす認知症の人やその家族を応援する認知症サポーターの育成に向けた講座等を実施

する講師。 
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資料 
基本施策 政策 

 障がい福祉 誰もがすこやかにいきいきと 
暮らせるまちづくり 

３－１３障がい福祉 

●めざす姿：共に支えあい共に生きるまち 

障がいのある人もない人も共に暮らすことのできる共生社会についての理解が深まり、誰もが住み慣

れた地域で、共に支え合い、共に生きるまちとなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 地域で暮らす障がい者のために必要不可欠なサービスである居宅介護、重度訪問介護などの訪問系

サービスの利用量の伸びが著しい傾向にあるとともに、生活介護や就労支援などの日中活動系のサ

ービス提供基盤が整いつつあります。このような中、障がい者が地域社会の一員として人権が尊重

され、自己選択と自己決定のもとで、日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域生活支

援拠点※１等の整備を推進し、障がい者個々のニーズに応じて、障がい福祉サービスを適切に提供す

る必要があります。 

○ 地域における障がい者の自立した生活の実現に向けて、経済的基盤の確立が課題となっています。

そのため、就労訓練施設等における障がい者の工賃の向上と将来的な一般就労への移行の促進並び

に発達障がい者への就労支援の推進を一層図っていく必要があります。 

○ 各種の障がい福祉サービスを提供する事業者の参入とその質的向上が課題となっています。とりわ

け施設、病院等から地域に移行する障がい者の生活の基盤となるグループホームについては、夜間

支援体制の確保、医療的ケアの充実、バリアフリー化などを促進する必要があります。 

○ 障がいに対する差別や偏見がなく、障がいのある人もない人も共に暮らす共生社会についての地域

での理解を深めていくため、市民意識の醸成に努める必要があります。 
用語解説                                                     

※１ 地域生活支援拠点：障がい者等の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域生活を支援するための機能（相談、

緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域づくり）を整備し、障がい児者の生活

を地域全体で支えるサービス提供体制を構築したもの。 

 

●成果指標 

実績値 目標値
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障がいのある人が安心して暮ら

せるまちだと思う市民の割合

（％）（％）（％）（％）（％）（％）
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人数【人：右軸】
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資料 
●関係する市の条例・計画等 

◇泉大津市第 4次障がい者計画（平成 25年 3月）、◇泉大津市第５期障がい福祉計画・第１期障がい

児福祉計画（平成30年3月）、◇いずみおおつ子ども未来プラン（令和２年3月（予定）） 
 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①障がい者の日常生活及び社会生活に対する総合的

な支援 

障がい者が住み慣れた地域で自立した暮らしを続けて

いくことができるよう、子どもから高齢期に至るまでシ

ームレスな支援を行うとともに、個々のニーズに応じた

給付・助成を行い、障がい者の日常生活及び社会生活を

支えていきます。 

・ 自立支援給付 

・ 地域生活支援事業 

・ 重度障がい者医療助成 

・ 住宅改造助成 

・ 障がい児通所支援 

②障がい者の経済的基盤の確立に向けた支援 

一般就労に向けた支援を関係機関と連携しながら行う

とともに、障がい者就労施設等における工賃の向上につ

ながる取組を進めます。 

・ 障がい者就労施設等からの物品等の

調達の推進 

・ 一般就労の促進 

・ 一般就労困難者のための訓練の推進 

・ 発達障がい者の特性に応じた適切な

就労支援の推進 

・ 特別障がい者手当等給付 

③障がいに対する理解を深める市民意識の醸成 

障がいに対する理解を深めるための啓発及び障がいを

理由とする差別の解消の推進に取り組むとともに、ノー

マライゼーション※２教育を推進し、市民意識の醸成に努

めます。 

・ 身体障がい者福祉大会等開催 

・ 小・中学校における福祉教育 

・ NPO・ボランティア活動への支援 

・ 障がいのある人も障がいのない人も

一緒に楽しめる障がい者レクリエー

ション大会の開催 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

障がいのある人への理解を深

め、ノーマライゼーションの意識

醸成に努めます。 

○団体・事業者などの役割 

障がいの有無に関わらず、誰も

が楽しく豊かな生活を送れるよ

う、地域において支え合う活動を

展開します。 

○行政の役割 

障がい者が地域や家庭で安心

して生活できる環境づくりを支

援します。 

 

用語解説                                                     

※２ ノーマライゼーション：障がい者の人権や尊厳は障がいのない人と同じであり、障がいの有無に関係なく平等に生

活することができる社会こそノーマルな社会であるという理念に基づいて、ともに地域で生活することができる社

会を目指そうとする考え方のこと。 
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資料 
基本施策 政策 

 保健•医療 誰もがすこやかにいきいきと 
暮らせるまちづくり 

３－１４保健・医療 

●めざす姿：健康で心豊かに暮らせるまち 

市民一人ひとりがライフステージに応じた健康づくりに取り組みながら、健康で心豊かに生活してい

ます。また、医療サービスが身近にあり、安心して医療が受けられる環境や体制が整っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 健康泉大津 21 の基本理念である「すべての市民がすこやかで心豊かに生活できる活力あるまち」

をめざして、健康づくりの推進とそれを支える制度の充実を図るとともに、地域の医療体制の充実

に努めてきました。 

○ 市民一人ひとりの健康増進を図るため、主体的に健康づくりに取り組む意識づくりの推進とともに、

少子高齢化や生活環境の変化などに起因して増加するさまざまな疾病に対応した更なる保健・医療

施策の充実が求められます。また、健康づくりにおいて重要な「食」に関する正しい知識の普及を

推進する必要があります。 

○ 健康づくりにおいて、市民一人ひとりの取組に加え、公的な制度・体制の拡充も重要です。市民が

病気等を早期に発見し、適切・迅速に対処できる制度を整備する必要があります。 

○ 年々対応が変化するインフルエンザなどの各種感染症に対しても、予防・まん延防止対策を図る必

要があります。 

○ 市立病院は、地域における基幹的な医療機関として、今後も重要な役割を果たしていくことが期待

されます。このため、医療水準の向上に加え、市内外の関係機関との連携体制をリードするなど、

地域医療における拠点的な役割を堅持していく必要があります。 

●成果指標 

実績値 目標値
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各種検診や健康講座など健康づくりに関する

制度が充実していると思う市民の割合

医療の体制が充実していると思う市民の割合
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資料 
●関係する市の条例・計画等 

◇泉大津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成 30 年 3 月）、◇いずみおおつ健康食育計画

（令和2年３月）、◇泉大津市国民健康保険特定健康診査等実施計画（平成30年 3月）、◇泉大津市新

型インフルエンザ対策等行動計画（平成26年2月） 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①健康づくりの推進 
健康増進活動を促進します。 

 食についての意識を高め、健全な心身を育む食育

を推進します。 

・ ライフステージに応じた健康づくりの推進 
・ 健康管理についての相談支援体制の充実 
・ 自主グループ等への活動支援 
・ 体験活動等を通じた食の大切さや食への感謝

の気持ちの育成 
・ 食生活の見直しによる生活習慣病予防・介護

予防の推進 
・ 食を通じた歯や口の健康づくりの推進 

②健康づくりを支える環境の整備 
保健・疾病予防の体制を充実することで、市民の

健康を守ります。 

感染症対策の充実を図ります。 

国民皆保険制度のもと、安心して医療が受けられ

るよう大阪府と協力して国民健康保険の適正な運営

の強化を図ります。 

・ 健康診査・特定健診を受診しやすい環境の整
備 

・ 各種がん検診等の受診勧奨等による疾病の早
期発見、早期治療の推進 

・ 特定保健指導の利用の促進 
・ 新感染症発生時の体制づくりと関係機関との

連携強化 
・ 感染症についての情報収集と情報提供の徹底 
・ 各種予防接種の実施による感染症の予防促

進・まん延防止 
・ 国民健康保険料の適正な賦課と徴収 
・ レセプト※１点検など医療費の適正化の取組

みの推進 

③医療体制の充実 
市立病院における医療レベルの向上により、地域

医療の拡充を図ります。 

病診の分業体制と連携の円滑化を図り、地域医療

連携基盤の強化を促します。 

関係機関と連携して、救急医療体制の充実を図り

ます。 

・ 消化器内科及び内視鏡外科の充実 
・ 子どもと女性にやさしい医療の推進 
・ 糖尿病等の生活習慣病へのチーム医療の推進 
・ 高齢者にやさしい医療の推進 
・ 地域の病院・診療所・福祉施設等との積極的

な情報交換や交流推進 
・ 病診連携による在宅医療など、地域課題への

取組の推進 
・ さまざまな媒体を通じた医療体制充実の周知 
・ 近隣市町との連携による二次救急医療体制※

２の充実 
・ 近隣市町や関係機関との協力による休日診療

体制の充実 
 

●協働の考え方 

○市民の役割 

ライフステージに応じた健康

づくりに主体的に取り組み、健康

でありつづけることで、地域の活

動に貢献します。 

○団体・事業者などの役割 

地域における各種活動を展開

し、市民相互の交流を図りなが

ら、楽しく、健康づくりが行える

活動を展開していきます。 

○行政の役割 

健康づくりの推進に努めると

ともに、医師会・診療所と連携し、

医療体制の充実に努めます。 

 
用語解説                                                     

※１ レセプト：患者が受けた診療について、医療機関が保険者（市町村や健康保険組合等）に請求する医療報酬の明細

書のこと。 

※２ 二次救急医療体制：入院を要する重症患者に対応する救急医療体制のこと。救急医療体制は、一次から三次に区分

されており、二次救急の他に、軽症患者に対応する一次救急医療、重篤患者に対応する三次救急医療がある。 
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資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 安全で心やすらぐまちづくり 

 

4-1 防災・消防 

4-2 防犯 

4-3 消費生活 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 安全で心やすらぐまちづくり 
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資料  

基本施策 政策 

 防災•消防 安全で心やすらぐ 
まちづくり 

４－１５防災・消防 

●めざす姿：市民とともにつくる災害に強い安全なまち 

市民一人ひとりの防災意識が向上し、自らが取り組む「自助」に加え、地域や身近な人同士が助け合

って取り組む「共助」、行政や消防などが取り組む「公助」が互いに補完し合い、災害による被害を最小

限に抑えられるまちになっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 地震や津波、台風やゲリラ豪雨といった自然災害をはじめとした住民の生活や経済に大きな影響を

及ぼす危機事象については、日ごろから備えておく必要があります。また、21府県22市町で構成

している広域災害応援協定など、自治体相互の応援体制の充実強化を図ることが重要となります。 

○ 東日本大震災後に国や府で見直された被害想定では、市域における津波浸水想定区域が広がるなど、

本市の被害想定は拡大しました。また、災害時の非常備蓄品については、府や市が一定量の食糧や

生活必需品を備蓄していますが、「自助」「共助」として各家庭や地域での備えが必要です。 

○ 災害時における避難行動要支援者の安否確認や避難支援については、地域での平時からの見守りが

災害時に有効となると考えられますが、活発に取り組んでいる地域が少ないことが課題です。 

○ 被害を可能な限り軽減させるために、公共施設の耐震化などのハード対策と、防災訓練などのソフ

ト対策を両輪として取り組む必要があります。また、災害時の避難場所となる公共施設については、

避難者の多様なニーズに対応するための整備が課題となっています。 

○ 被害の規模が大きくなればなるほど、「公助」は限界に近づくことから、「自助」、「共助」の取組を

通じた地域との連携によって、地域防災力を向上させることが重要となります。 

○ 住宅火災・火災予防対策のため、住宅用火災警報器等の普及促進、広報活動等を行い市民の火災予

防意識の啓発を図ることが求められます。 

○ 複雑多様化する災害に迅速に対応するため、消防力の充実や年々増加する救急要請への対応が求め

られています。 

○ 交通事故や自殺、いじめ、虐待など市民の身近な安全・安心をめぐる課題は多岐多様となっており、

効率的、効果的に安全・安心の取組を進めるには、各実施主体が連携し、一体となることが求めら

れています。 

●成果指標 

実績値 目標値
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資料 
●関係する市の条例・計画等 

◇泉大津市地域防災計画（令和2年3月予定）、◇泉大津市耐震改修促進計画（平成2９年4月改訂版）、

◇泉大津市避難行動要支援者支援プラン【全体計画】（平成27年 11月）◆泉大津市消防団条例（平成

17年 2月）、◇泉大津市国民保護計画（平成27年１1月） 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①自らの命は自ら守る「自助」意識の浸透 

一人ひとりが自ら取り組む「自助」の意識を啓

発し、個人における防火・救急の知識や防災の意

識の向上と維持に努めます。 

・ 市内建築物の耐震改修の促進 

・ 非常持ち出し品の常備の周知 

・ 必要物資の確保 

・ 災害発生直後の避難行動の検討 

・ 住宅用火災警報器等の設置促進 

・ 救急車適正利用の周知 

②地域で互いに助け合って地域を守る「共助」

の推進 

住民組織等の防災活動への取組について広く周

知し、自主防災組織の結成及び育成を支援し、活

動内容の活性化を図ります。 

・ 防災訓練の実施 

・ 自主防災組織活動の活性促進 

・ 避難行動要支援者の支援プランの推進 

・ 防災教育の推進 

・ 避難者ニーズに対応した避難所管理･運営体

制の構築 

③公的防災力・消防力の向上 

ソフト対策とハード対策の組み合わせによる多

重防御の考え方を基本として、あらゆる災害に柔

軟に対応できるよう公的防災力・消防力の向上を

図ります。 

・ 公的防災体制の整備と連携 

・ 災害時の情報伝達手段の拡充 

・ 自治体や民間企業との災害応援協定の充実と

推進 

・ 最新の消防設備、消防車両の整備 

・ 防災拠点のあり方の検討 

④消防団員の充実・強化 

消防団員の確保に努めるとともに、消防団を中

核とした地域防災力の充実強化に努めます。 

・ 消防団員の処遇の改善 

・ 装備や教育訓練の充実 

・ 消防団員の入団促進 

⑤セーフコミュニティ活動の推進 

安全・安心への取組について、地域診断等によ

るデータを根拠とした重点項目に、関係者が一体

となって取り組むことで、国際基準の安全で安心

なまちづくりを進めます。 

・ 協働による安全・安心への取組の促進 

・ 地域診断に基づく効果的な対策の実施と評価 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

平成30年台風第21号等の過

去の災害経験を活かし、日頃か

ら、非常食の備蓄や家具転倒防止

器具や住宅用火災警報器の設置

など、災害に対する備えを行いま

す。 

地域における防災訓練などに

積極的に参加します。 

 

○団体・事業者などの役割 

地域事業者が有する人的•物的

資源を活かし、防災体制を整えると

ともに、災害時の協力•支援に向け

た協定などを締結します。 

地域コミュニティを活かし、災害

時における避難行動要支援者の見

守り体制を整えます。 

災害時には消防団や自主防災組織

を主とした災害応急活動を行います。 

○行政の役割 

災害に強い施設整備を進め

るとともに、自治体や民間企業

との協定の締結を進め、ハー

ド、ソフト両面から防災対策を

推進します。 

また、市民や地域における自

助•共助の取組を支援します。 
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資料 
基本施策 政策 

 防犯 安全で心やすらぐ 
まちづくり 

４－１６防犯 

●めざす姿：犯罪を未然に防ぎ安心して暮らせるまち 

市民・警察・行政などが連携し、地域の安全性の強化、安全活動の推進に一体となって取り組んでい

ることで、犯罪を未然に防ぎ、安心して暮らせるまちとなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 少子高齢化、地域のつながりの希薄化等により、地域における防犯力の低下が懸念されていますが、

市民ボランティアによる青色防犯パトロールが多様になるなど、市民の防犯に対する意識は高まっ

てきており、このような活動がさらに活発になることが求められます。 

○ 夜間の事故・犯罪の未然防止や市民の安心に大きな役割を果たしている防犯灯については、自治会

等と協力して、より明るく環境にやさしいＬＥＤ防犯灯に切り替えを進めてきました。市民が安心

して暮らせるよう、引き続き、防犯灯の設置を支援していく必要があります。 

○ 警察、防犯関係団体等と連携し、春と秋の地域安全大会、自転車前かごへのひったくりカバー取り

付けキャンペーン等の啓発活動を実施してきましたが、依然としてひったくりや自転車盗、車上狙

いなどの犯罪が発生しており、引き続き、啓発活動などに取り組んでいく必要があります。 

○ 子どもが巻き込まれる事件も発生しており、こども１１０番の家※１など、地域での見守り体制を強

化するとともに、子どもたちへの教育を進めていくことが求められます。 

○ 犯罪を未然に防ぎ、安心して暮らせるまちとするために、市民・警察・行政などが一体となった取

組をさら推進していく必要があります。 

 

用語解説                                                     

※１ こども１１０番の家：子どもたちが危険に遭遇したり、困りごとがあるとき安心して立ち寄れる民間協力の拠点。 

●成果指標 

実績値 目標値

70.1 72.9
79.5 80

63.2 61.1 58.4

70

40

60

80

100

H26 H29 H30 R6

犯罪が少なく安全なまちだと思う市

民の割合

犯罪にあわないために防犯対策を

している市民の割合

（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）

実績値

6 6

41 43 42 44 40

80

0

20

40

60

80

100

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 R6

青色防犯パトロール車の登録台数

【台】

目標値
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資料 
●関係する市の条例・計画等 

◆泉大津市生活安全条例（平成11年12月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①防犯のための環境整備 

犯罪が発生しにくい環境整備を促進します。 

・ 防犯灯の設置促進 

・ 防犯カメラの設置促進 

②防犯活動の推進 

市全体で防犯活動が展開できるように、必要な支援及

び実施体制の強化を図ります。 

・ 地域防犯活動の推進 

・ 地域や警察等関係機関との連携強化 

・ 活動拠点の積極的利用 

③防犯意識の高揚 

市民一人ひとりの防犯力を強化するため、防犯意識の

向上を図ります。 

・ 多様な媒体による情報発信・共有 

・ キャンペーンなどの啓発活動の促進 

・ 就学前や小中学校における安全教育

の推進 

●協働の考え方 

○市民の役割 

市民一人ひとりが防犯に対する

意識を高めます。また、地域にお

ける防犯•見守り活動等に積極的

に参加します。 

○団体・事業者などの役割 

防犯灯の設置等に取り組むと

ともに、地域ぐるみの防犯活動

に取り組みます。 

 

○行政の役割 

警察・市民・団体等と連携し、

市民の防犯意識の向上に努める

とともに、地域における防犯灯

の設置等を支援します。 

出動する市民ボランティアによる青色防犯パトロール車 自転車による防犯パトロール 



 

48 

第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
基本施策 政策 

 消費生活 安全で心やすらぐ 
まちづくり 

４－１７消費生活 

●めざす姿：消費者が安心して生活できるまち 

消費生活に対する情報や学習の機会が提供されることにより、正しい知識と判断力を身に付けた市民

が増えています。 

また、万が一の被害発生時には、迅速で適切な対応ができる相談・支援体制が充実しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 食品の安全や安心に関わる偽装表示や、振り込め詐欺や架空請求、新たな悪徳商法等、消費者を脅

かす問題は後を絶ちません。年々悪質かつ巧妙化する犯罪の手口から消費者を守るため、消費者団

体等の自主的な活動を促進し、より多くの市民に関心を持ってもらうことで、正しい知識を持つ自

立した消費者の育成につなげることが必要です。 

○ 消費者被害に関する相談は、年々増加傾向にあり、消費生活センターについては、相談内容の複雑

化、高度化に対応するため、体制の充実を図ることが必要です。 

○ 近年、クレジットカードや電子マネー等によるキャッシュレス決済の利用が急速に拡大している一

方で、高齢者などの悪徳商法被害や未成年者がネットトラブルに巻き込まれるケースが増加してお

り、正しい知識のもと、主体的に判断し、適切な行動や選択を行えるよう啓発活動や消費者教育の

充実を図るなどの対応強化が必要です。 

○ 現在、使用可能な資源がゴミとして処分されたり、そのまま保管されている状態が多く見受けられ

ます。このような資源のリユースを目的に行う活動を支援することで、環境に配慮した消費生活を

推進していくことが求められます。また、私たちが消費しているものやサービスの生産背景を知り、

環境保全や地域や社会のことを考慮してつくられたものを買うことで、社会問題の解決へ貢献して

いくことが望まれます。 

 

●成果指標 

実績値 目標値

90.6 88.1 89.0 90.6

44.5 39.2 33.8

60

30
50
70
90

H26 H29 H30 R6

消費者被害に遭わないように注

意している市民の割合

消費生活センター等の消費者ト

ラブルに対応可能な窓口を知っ

ている市民の割合

（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）

実績値

100

61 66
86

64 53

82 78

150

0

50

100

150

200

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R6

消費者リーダー育成講座の参加人数

【人】

目標値
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資料 
●関係する市の条例・計画等 

 
 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①自立した消費者の育成 

正しい知識のもとに、自覚と判断力を持って行動できるよ

う、関係団体等との連携のもと、情報の提供や意識の啓発を図

り、自立した消費者の育成に努めます。 

 

・ 消費者リーダー育成の推進 

・ 消費者教育の推進 

・ 消費者団体への助成・支援 

②消費者保護の強化 

消費トラブルの未然防止や早期対応のため、関係機関との連

携強化を図り、ニーズに応じた相談体制の充実を図ります。 

・ 関連機関との連携強化 

・ 指導・監視体制の強化 

・ 相談体制・機能の充実 

③環境に配慮した消費生活の推進 

消費行動に伴う環境への負荷をできる限り削減するよう、啓

発活動や情報提供を図り、環境に配慮した消費生活を推進しま

す。 

 

・ 不用物品のあっせんやエコフリ

ーマーケット※１など環境に配慮

した活動の支援 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

日頃から、トラブルに巻き込ま

れないよう、また環境に配慮した

消費生活を推進するために消費生

活に関する適切な知識の習得と行

動を心がけます。 

○団体・事業者などの役割 

消費者団体は、市民の消費者

意識の啓発に努めます。 

 

 

 

○行政の役割 

消費生活に関する情報収集を

行うとともに、悪質な行為に対

する注意喚起•情報発信に努め

ます。 

また、消費トラブルなどの相

談体制の充実に努めます。 
 

用語解説                                                     

※１ エコフリーマーケット：家庭の不用品のリユースを推進するため、各家庭に眠っている不用品を捨てずに持ち寄り、

必要とする人に安く販売することによって、ごみの減量化や資源の有効利用に役立てることを目的としたフリーマ

ーケット。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコフリーマーケット 消費者団体による商品量目調査 
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資料 
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資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 コンパクトで居心地のよいまちづくり 

 

５－１ 住環境 

５－２ 臨海部 

５－３ 環境保全 

５－４ 道路・交通 

５－５ 公園・緑地・河川 

５－６ 上下水道 

 

 

 

 

 

第５節 コンパクトで居心地のよいまちづくり 
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資料  

基本施策 政策 

 住環境 コンパクトで居心地のよい 
まちづくり 

５－１８住環境 

●めざす姿：住みやすさと優しさを次世代へと引継ぐまち 

コンパクトなまちの特性を活かし、駅周辺を中心に利便性の高い都市機能が集約された市街地整備が

進むとともに、地域において魅力あるまちづくりが進められています。 

また、暮らしやすさとここちよさ、安全性を兼ね備えた人に優しいまちとなっています。 

 

●成果指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 平坦で市域が小さいため、市内各地へのアクセスが比較的容易です。こうした利点に加え、南海本

線高架化により、人や車の流れがスムーズになったことも活かし、より住みやすいまちとするため

に、駅周辺の整備を一層推進する必要があります。また、幹線道路沿道地域についても、生活の利

便性を高めるため、適切な土地利用を誘導する必要があります。 

○ 繊維産業や港湾関連産業を中心として発展してきた本市ですが、近年、産業構造が変化し、工場跡

地の活用や農地の転用などで、住宅地としての土地利用等が進み、まちの姿がモザイク状に変容し

ています。良好な市街地を形成するためには、既存不適格になる建築物の発生が懸念されますが、

用途地域や地区計画などで、土地利用を誘導する必要があります。 

○ 市民の安全を確保するため、準防火地域の拡大や木造住宅の耐震補助制度による耐震化の推進など

に取り組んでいるところです。耐震化については、費用等の問題により取組が進みにくい状況があ

ることから、耐震化の重要性を啓発するとともに、補助制度の活用を促進していく必要があります。 

○ 近年、あき家・あき地が増加傾向にあります。その中で、管理が行き届かなくなり、老朽化した空

き家は、住環境の悪化につながるため対応が必要です。 

○ 市営住宅については、耐震化の推進により安全性を確保

するとともに、高齢化の進展や社会情勢の変化等を踏ま

え、多様なニーズに対応した整備が求められています。 

○ 市民などによる主体的なまちづくりに関わる団体があ

り、それぞれの分野において多彩な活動が続けられてい

ます。こうした団体との連携や市民参加による、魅力あ

るまちづくりを進めていくことが必要です。 出典：住宅・土地統計調査 

実績値 目標値

70.8 71.4 73.1
80

40
60
80
100

H26 H29 H30 R6

良好な住環境が整っていると感じて

いる市民の割合

（％）

実績値 目標値

69

81

95

50

70

90

110

H19 H27 R2

住宅の耐震化率【％】
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資料 
 

●関係する市の条例・計画等 

◇泉大津市都市計画マスタープラン（平成 30 年 3 月）、◇泉大津市住宅マスタープラン（令和元年 7

月）、◇泉大津市公営住宅等長寿命化計画（令和元年7月）、◇泉大津市中心市街地活性化基本計画（平

成 12年2月）、◇泉大津市都市景観形成基本計画（平成 10年 3月）、泉大津市あき家等対策計画（令

和２年度中予定）、泉大津市立地適正化計画（令和２年３月予定） 

 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①便利な暮らしを支えるまちづくりの推進 

駅周辺の整備及び幹線道路沿道地域の適切な土地

利用誘導を推進し、コンパクトなまちの特性を活か

した便利なまちづくりを進めます。 

・ 駅周辺整備事業の推進 

・ 幹線道路沿道地域の用途地域の見直しに

よる適切な土地利用誘導の推進 

②良好な市街地の整備 

居心地のよい暮らしの基礎となる、土地利用の誘

導を適切に図り、良好な市街地の形成を推進します。 

・ 市内全域の用途地域等の検討・見直し 

・ 開発指導要綱※１に基づく適切な土地利用

の誘導 

・ 景観に配慮したまちなみ形成の推進 

③安全・安心な住まいづくりの推進 

住宅性能及び住環境の向上を図り、安全性と快適

性を併せ持つ生活空間の提供に努めます。また、あ

き家所有者への所有者責任、維持管理の重要性等の

啓発に努めるとともに、多様な主体との連携を図り、

住宅市場への流通や活用の支援を行います。 

・ 民間住宅耐震化促進事業の推進 

・ 三世代近居・同居支援の見直し 

・ あき家所有者に対する適正管理の促進 

・ 市営住宅の安全性等の確保に向けた計画

的な整備の推進 

・ 市営住宅の建替・集約化の検討 

④市民参加によるまちづくりの推進 

積極的にまちづくりに取り組む市民や団体の活動

を支援し、市民主体のまちづくりを推進します。 

・ まちづくり関係団体が主催するイベント

や講習会などへの支援 

・ 市民や団体へのまちづくりについての学

習の場や情報の提供 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

地域のまちづくり活動や会議な

どに積極的に参加します。 

耐震対策を自らの問題として捉

え、自主的に住宅の耐震化に取り

組みます。 

○団体・事業者などの役割 

地域の課題解決に資するまち

づくり活動を展開します。 

 

○行政の役割 

良好な居住環境の保全・創出

に向けて、適正な土地利用を誘

導します。 

また、市民、地域団体におけ

る安全・安心な住環境づくりを

支援します。 
 

用語解説                                                     

※１ 開発指導要綱：地方公共団体が、一定規模の宅地開発を行う事業者等に対して、良好な住環境の形成及び都市機能

の充実を図るため、道路・下水道・公園等の公共施設の設置・整備基準や、建物に関する規制等について定めた規

定のこと。 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
基本施策 政策 

 臨海部 コンパクトで居心地のよい 
まちづくり 

５－１９臨海部 

●めざす姿：人・もの・情報が集まる、美しい港があるまち 

企業誘致により、新たな雇用が創出され、人・もの・情報の集まる拠点となっています。また、大阪

市内や空港からのアクセスの良さに加え、緑地整備やイベント等によって、賑わい・活気のあるエリア

として多くの市民が訪れ、親しまれる港があるまちとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 第 3 次泉大津市総合計画に係る臨海部の開発整備及び企業誘致については、フェニックス地区※１を

除き、概ね当初の目標を達成しています。臨海部には物流に関する企業が集積するとともに、フェニ

ックス地区の芝生広場や多目的広場は、野外コンサートや自動車の試乗会など多彩なイベントに利用

されています。 

○ 今後は、臨海部に所在する既存企業の更なる活性化及び

諸外国との輸出入の拡大など貿易拠点としての泉大津港

の発展などが重要となります。 

○ 管理者である大阪府港湾局とともに、フェニックス地区

への新たな企業の誘致に努める必要があります。 

○ 臨海部は工業系の用途地域であり、市の中心部から離れ

た場所にあるなど多くの市民が利用しやすい環境ではな

いため、今後は、緑地公園等の整備や交通アクセスの改

善など、市民に身近で親しまれる港の環境整備を行う必

要があります。 

用語解説                                                     

※１ フェニックス地区：本市汐見沖に位置し、大阪湾の埋め立てにより、近畿圏から発生する廃棄物の最終処分を行     

い、埋立てた土地を活用して、港湾機能の整備を図る地区。 

●成果指標 

実績値

2,478
2,878

3,264
3,690

4,265
3,810 3,624 3,670
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12 12 12 12 13 13 13 16

300
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2,000
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泉大津港への入港実績（純t数）

【千t：左軸】

企業誘致件数【件：右軸】

当初目標

港湾部誘致企業による市民雇用者数

【人：右軸】
目標値

堺泉北港（泉大津旧港地区） 

実績値 目標値

37.8 37.4 41.1
50

20

40
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80
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港湾部は、賑わいや活気があり、魅力

的な場所だと感じている市民の割合

（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
●関係する市の条例・計画等 

◆泉大津市企業誘致促進に関する条例（平成13年 9月） 
 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①新たな企業の誘致 

フェニックス埋め立て処分場跡地を活用し、安定

型区画における工業用地の順次竣功に伴い、本市企

業誘致促進に関する条例を活用するなど、大阪府港

湾局とともに新たな企業の誘致に努めます。 

・ 泉大津市企業誘致促進に関する条例の活用 

・ 企業誘致に向けたフェニックス地区のＰＲ

活動の推進 

・ 企業の進出意向に即したフェニックス土地

利用計画の見直しに向けた働きかけ 

・ 大阪府港湾局と連携した誘致活動の実施 

・ 早期の埋立て竣功に向けた取組 

②雇用機会の拡大 

本市の企業誘致奨励金制度を活用し誘致した企

業に対し、可能な限り本市市民を雇用して頂けるよ

うに働きかけます。 

・ 誘致企業による市民の雇用促進 

・ 広報媒体等を活用した市民への情報提供 

・ アンケート等による企業の状況調査 

③港湾の利活用の促進 

泉大津港のさらなる振興発展に向け、国内外を問

わずポートセールス活動※２を行い、新規航路の開

設、外貿・内貿貨物の誘致など港湾の利活用促進施

策を展開します。 

・ 大阪府港湾局と連携したポートセールス活

動の実施 

・ 各種イベント等におけるポートセールス活

動の実施 

・ 港湾トップセールスの実施 

④市民に親しまれる港湾づくり 

市民に親しまれる美しい港湾づくりに向け、企業

と行政が協力し港湾地区の美化啓発活動を実施す

るとともに、市民が港を身近に感じるような取組を

推進します。 

・ 企業と協働で取り組む港湾美化啓発運動の

実施 

・ 大阪府港湾局と連携した港湾美化活動の実

施 

・ 臨海部へのアクセスの向上 

・ 港湾地区で開催されるイベント等への支援 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

清掃・美化活動やイベント等に

参加します。 

○団体・事業者などの役割 

清掃・美化活動に参加します。 

また、民有地の緑化など、美

しい港湾づくりに努めます。 

○行政の役割 

大阪府と連携し、企業の誘

致・親水空間の利活用を促進し

ます。 

また、市民に親しまれる港湾

づくりを行います。 

 

用語解説                                                     

※２ ポートセールス活動：大阪府が管理・運営する堺泉北港の利用促進を通じて地域経済の活性化を進めるため、国内

外の関連機関、企業及び団体などを対象に、各種航路の誘致や貨物の集荷など、利活用を働きかけるセールス活動

のこと。 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
基本施策 政策 

 環境保全 コンパクトで居心地のよい 
まちづくり 

５－２０環境保全 

●めざす姿：身近な環境を守り未来につながるまち 

川や大気などの身近な環境がきれいに保たれるとともに、ごみの再利用等が進むことにより、ごみの

量が減り、快適に暮らせるまちになっています。また、太陽光発電などの再生可能エネルギーが広く普

及し、かつ一人ひとりが温室効果ガスの削減を意識した行動をとることで、持続可能な環境にやさしい

まちになっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 公害問題は克服されつつあり、生活環境は改善していますが、悪臭や騒音などの苦情相談は、依然

として多数寄せられています。 

○ 一般家庭から出る可燃ごみの有料化の実施やごみの分別・減量化などに取り組んでおり、１人あた

りのごみ排出量は年々減少していますが、循環型社会の形成のためには更なる減量が求められます。 

○ ごみのポイ捨てや犬の糞などが、市民の生活環境を阻害していることから、まちなみや景観の美化

のために、市民意識の向上を促す必要があります。 

○ 地球温暖化問題は世界共通の喫緊の課題となっています。市内全体における温室効果ガス※１排出量

は平成２年度（温室効果ガス排出量に係る基準年）と比較して減少していますが、家庭部門や運輸

部門の温室効果ガス排出量は増加しており、更なる対策を推進する必要があります。 

○ 東日本大震災以降、私たちの暮らしや産業を支えるエネルギーを取り巻く状況は大きく変化してい

ます。太陽光発電設備をはじめとした、安全安心な再生可能エネルギー等の積極的な活用が求めら

れます。 

○ 環境保全の推進のためには、市民 1 人ひとりの実践が大切であることから、行動へと導くために、

更なる情報発信を行う必要があります。 

用語解説                                                     

※１ 温室効果ガス：二酸化炭素（CO2）に代表される、地球温暖化の主原因となる気体。 

●成果指標 

実績値 目標値
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66.5 68.6

85

64.4 66.4 66.1
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エネルギー・地球温暖化問題に関

心を持っている市民の割合

まちのきれいさや騒音の少なさな

ど、身の回りの環境に満足している

市民の割合

（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）

実績値
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1250

0

500

1,000

1,500

H22 H23 H24 H26 H27 H28 H29 R6

市民１人1日あたりのごみ排出量【ｇ】

住宅用太陽光発電システム導入件数【件】

（ただし、H22～H23は、本市補助実績、H24

は推計値）
目標値
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資料 
●関係する市の条例・計画等 

◆泉大津市環境基本条例（平成 14年 3月）、◆泉大津市ごみ等のポイ捨て及び飼い犬のふん等の放置の

禁止に関する条例（平成23年 12月）◇泉大津市第2次環境基本計画（平成 24年3月）、◇泉大津市

地球温暖化対策地域推進計画（平成 24年 10月）、◇地球温暖化対策の推進に関する泉大津市実行計画

（第５期）（令和元年５月）、◇第４次一般廃棄物処理基本計画（平成2８年３月）、◇泉大津市都市景観

形成基本計画（平成 10年 3月） 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

ごみの減量に努めるとと

もに適正な分別に努めます。 

太陽光発電等の再生可能

エネルギーの導入に努めま

す。 

地球環境に優しいライフ

スタイルへの転換に努めま

す。 

○団体・事業者などの役割 

公害の発生防止や、環境に配

慮した製品、サービスを提供す

るなど、環境負荷の低減に責任

を持って取り組みます。 

また、地域社会の一員とし

て、地域の環境に関する取組に

積極的に参加・協力します。 

○行政の役割 

率先して環境に配慮した行動に努め

るとともに、市民・事業者との連携・

協働により環境保全を推進します。 

また、市民・事業者に環境に関する

情報を発信し、環境意識の向上を促す

とともに、自主的な取組や主体間の連

携・協働を支援し、環境保全活動の促

進を図ります。 
 
用語解説                                                     

※２ ＰＭ２．５：粒径が 2.5μm 以下の微小粒子状物質。肺や気管等の深部に沈着して、呼吸器に悪影響を及ぼすおそ

れがある。 

※３ ４Ｒ：廃棄物減量の取組である、Refuse（断る）、Reduce（減らす）、Reuse（再利用）、Recycle（再生利用）

の頭文字の４つのＲのこと。 

※４ エコドライブ：ふんわりアクセルや不要な荷物を降ろすなど、環境に配慮した自動車の運転方法。燃料を節約する

運転を心がけることで、二酸化炭素の排出を抑制する。 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①公害防止対策の推進 

公害の防止、有害化学物質の削減のための規制・取組

の推進、及び環境に係る情報提供を行います。 

・ 大気環境、河川水質の調査 

・ 大気汚染、水質汚濁等に係る工場・事
業場への立入検査、改善指導 

・ 光化学スモッグ発令情報や PM2.5※２

データの提供 

・ 事業所から排出される有害化学物質の
排出量の把握等 

②ごみの減量化の推進 

ごみの発生・排出抑制を重視した４R※３への取組を展

開します。 

・ ごみの分別・減量化（リフューズ、リ
デュース）の推進 

・ リユース、リサイクルの活動拠点の整
備、推進 

・ ４R の促進を目的とした、出前講座・
セミナーの実施 

③まちなみ・景観美化の推進 

清掃美化運動を行うとともに、ごみのポイ捨て等の未

然防止に努めます。 

・ 清掃美化運動の促進による不法投棄の
拡大防止 

・ 不法屋外広告物の規制・指導 

・ ごみのポイ捨てや飼い犬のふん等の放
置対策の推進 

④地球環境の保全 

温室効果ガス排出量の削減に向けた取組を推進しま

す。 

また、太陽光発電システム等の再生可能エネルギーの

積極的な導入を推進します。 

・ 省エネ等の意識啓発によるライフスタ
イル変革の促進 

・ エコドライブ※４の普及・啓発 

・ 太陽光発電システムの普及促進 

・ 家庭で使用するエネルギーの削減を目
的とした出前講座・セミナーの実施 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 

５－２１道路・交通 

●めざす姿：安全安心で快適に移動できるまち 

平坦な地形を活かし、徒歩と自転車で誰もが安全、快適に移動できる道路網が整備されています。ま

た、道路・橋梁等施設の維持管理が適切に行われており、交通事故件数も減少するなど安全なまちとな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語解説                                                     

※１ ユニバーサルデザイン：高齢であることや障がいの有無などにかかわらず、すべての人が快適に利用できるように

製品や建築物、生活空間などをデザインする考え方。 

基本施策 政策 

 道路•交通 コンパクトで居心地のよい 
まちづくり 

●成果指標 

●現況と課題 

○ 生活道路では、歩行者・自転車・自動車等が混在しています。本市の強みである平坦で小さな市域

を活かしながら、歩行者や自転車に優しい道路整備をより一層推進し、安全、快適に移動できるま

ちづくりを進めていくことが求められます。 

○ 都市計画道路は、都市の円滑な交通を支えるだけでなく、防災上の役割や、人々が集い語り合うなど、

公共空間として重要な役割を担っており、本市ではこのような役割を踏まえて整備に取り組み、現在

約８割が完了しています。しかし、依然として長期にわたる未整備区間もあるため、都市計画の見直

しも含めた検討を行い、社会状況等を踏まえて整備していく必要があります。また、整備後の都市計

画道路を含む道路等については、適切な維持管理を行い、長寿命化に努める必要があります。 

○ 誰もが安全、快適に移動できるまちづくりのため、ユニバーサルデザイン※１の視点に立って、道路の

バリアフリー化を推進する必要があります。 

○ 交通事故防止のため、道路の安全性向上に向けた施設整備に努

める必要があります。また、関係機関の協力を得ながら、交通

安全の意識やマナー向上のための教室・研修会を実施していま

すが、今後、より実効性のある取組を工夫し、さらなる交通安

全意識の高揚を図る必要があります。 

○ 泉大津駅周辺は、南海本線が高架化されたことに伴い、駅前に

おけるオープンスペースの活用がより一層望まれることから、

放置自転車の解消に向けた対策を講じていく必要があります。 
通学路の路肩カラー舗装 

実績値 目標値
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市内の道路は、安全で快適に通行で

きると思う市民の割合

（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）

実績値
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バリアフリー道路の割合【％：右軸】

（バリアフリー解消箇所数／計画整備箇

所数）

目標値
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資料 
●関係する市の条例・計画等 

◆泉大津市道路の構造の技術的基準を定める条例（平成２５年４月）、◆泉大津市移動円滑化のために必要

な道路の構造に関する基準を定める条例（平成２５年４月）、◆泉大津市自転車等の放置防止に関する条例

（昭和６３年１２月）、◇泉大津市都市計画マスタープラン（平成 30年 3月）、◇泉大津市中心市街地活

性化基本計画（平成１２年２月）、◇泉大津市橋梁長寿命化修繕計画（平成２8年11月修正）、◇泉大津

市道路のバリアフリー整備計画（2016）（平成２9年1月）、泉大津市総合交通戦略計画（令和 3年３月

予定） 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①安全な道路空間の整備 

コンパクトなまちの特性を、より活かすための道づく

り及び駅前スペースの整備を推進します。 

・ 歩行者や自転車の安全への配慮に重

点をおいた道路整備の推進 

・ 自転車通行空間の整備の推進 

・ 駅前の駐輪スペースの適切な配置 

・ 駅周辺の放置自転車に対する警告・指

導・撤去の実施 

②都市計画道路の整備 

都市計画道路の整備を進めるとともに、未整備区間の

ある都市計画道路については、適切な見直しを含め、社

会状況等を踏まえた整備を進めます。 

・ 都市計画道路泉大津駅前通り線の整

備 

・ 都市計画道路の廃止を含めた見直し 

・ 都市計画道路の計画的な整備の推進 

③道路・橋梁等の適切な維持・管理 

道路・橋梁等の点検、維持補修及び幹線道路清掃を行

います。 

また、点検結果も踏まえた計画的で適切な維持管理に

努めます。 

・ 道路・橋梁等の維持補修、パトロール、

清掃作業の実施 

・ 計画的な道路・橋梁等の改修事業の推

進 

④ユニバーサルデザインの視点に立った道路のバリ

アフリー化の推進 

誰もが安心して快適に移動できる歩行空間の整備を推

進します。 

・ 歩道の拡幅及び段差解消や視覚障害

者用誘導ブロックの設置の実施 

・ 道路標識や路面表示のピクトサイン

化の推進 

⑤交通安全対策の充実 

道路の安全性向上のための施設整備と地域ぐるみでの

交通事故防止に努めます。 

・ 道路の歩車分離及び路側帯のカラー

舗装化や防護柵の設置 

・ 交通安全教室や交通安全キャンペー

ンの実施 

・ 官民連携によるビッグデータを活用

した交通安全対策の取組 

・ 市・警察・交通安全協会・学校等との

連携による交通安全に係る課題の整

理と、解決に向けた対策の推進 

●協働の考え方 

○市民の役割 

自動車に依存しない、徒歩や自

転車を中心としたライフスタイル

を心がけます。 

道路交通マナーを守ります。 

○団体・事業者などの役割 

地域における交通安全の確保

に向けた取組を行います。 

○行政の役割 

歩行者優先を第一に考えた、

安全な交通環境を整備します。 

また、誰もが移動しやすいユニ

バーサルデザインを推進します。 
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資料 
基本施策 政策 

公園•緑地•河川 コンパクトで居心地のよい 
まちづくり 

５－２２公園・緑地・河川 

●めざす姿：人の集う公園・緑・水辺のあるまち 

緑や水辺、公園を有効活用するために、市民のニーズに対応できる特色ある公園づくりが進んでいま

す。公園や緑地、河川は、地域の人々との協働による適切な維持管理のもと、多くの市民が集い、利用

者同士の新たなコミュニティが生まれる場所となり、緑と笑顔の溢れるまちになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 市民が緑とふれあう公園・緑地として、東雲公園や大津川緑地などが整備されていますが、市域に

山林がないことから、市民一人当たりの都市公園等の面積は、大阪府平均より低い水準となってい

ます。公園には、集いや新たなコミュニティが生まれる場としての役割だけでなく、災害時の避難

場所としての機能なども有しており、多様化する市民ニーズに対応し、市民、企業、学校等の各主

体が自らの創意工夫により使いこなすことのできる公園づくりを推進する必要があります。 

○ 市域のほとんどが市街地であるため、新たな緑地・公

園・親水空間の確保が困難な状況となっていますが、

自然環境の保全といった観点からも、緑地や公園に利

用可能な用地の確保・保全を進めていくとともに、大

津川に面した親水空間を良好に維持していく必要があ

ります。 

○ 公園・緑の維持管理には、ボランティア団体等の市民

の協力は欠かせません。既存団体への支援だけでなく、

新たなボランティア団体の育成を推進する必要があり

ます。 

●成果指標 

緑化ボランティア（あすとロータリー等） 

実績値 目標値

53.3 56.1 55.0
66

40

60

80

100

H26 H29 H30 R6

快適に利用でき楽しめる公園があると感

じている市民の割合

（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）

実績値

5.36 5.35 5.39 5.50 5.51 5.57 5.59 5.61 5.82

1 1
2 2 2 2 2
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（新）市民一人当たりの市内公園・緑地面積

（港湾部管理を含む）【㎡/人】

緑化活動を自主的に行っているボランティア

協議会の数【団体】

目標値
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資料 
●関係する市の条例・計画等 

◆泉大津市都市公園条例（昭和 47年 10月）、◇泉大津市都市計画マスタープラン（平成 30年 3月）、

◇泉大津市都市公園施設長寿命化計画（平成 27年 3月）、◇泉大津市緑の基本計画「ともいき泉大津」

（令和元年 6月）、◇泉大津市公園整備マスタープラン（令和元年７月） 

 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①みんなの“使いたい”を実現し、みん

なの満足を増やす公園づくり 

公園や地域の特性を活かしながらみんなが

共に考えることで、公園の多様な活用を可能

にし、創意工夫により使いこなすことのでき

る公園をめざします。 

・ 樹木・花壇の維持管理 

・ 遊具の計画的な改修・新設 

・ ベンチ・芝生などの憩いのスペースの増設 

・ 市民との協働による施設の整備の推進 

・ 自主管理公園等※1、市民との協働による維持管理

を推進 

・ 公園情報の発信の充実 

・ 一時避難地としての防災機能の充実 

②緑地の確保と親水空間の整備 

本市の最も重要な親水空間である、大津川

緑地の特性を生かした整備を推進する他、既

存の緑地等の保全・育成及び管理の行き届い

た緑化の推進に努めます。 

・ 大津川緑地の適切な維持管理とジョギングなどを

楽しむための環境整備の推進 

・ 街路樹等の保全・育成の促進 

・ 農地・生産緑地等の保全の促進 

③市民による緑化推進活動の促進 

緑化ボランティア団体が活動しやすい環境

づくりを推進します。 

また、市民への緑化啓発を推進します。 

・ 緑化活動推進事業助成金を活用した緑化ボランテ

ィア団体による市内各公園及び植樹帯等への緑化

活動の支援 

・ 広報紙などを通じたボランティア活動及び市民緑

化活動の紹介 

・ 写生コンクール等、緑化啓発活動の推進 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

地域の公園や河川等の清掃美化

活動等に積極的に参加します。 

また、身近な場所に緑を増やす

活動を行います。 

○団体・事業者などの役割 

地域の公園や河川等の維持管

理に努めます。 

また、市域に緑を増やす活動

を行います。 

○行政の役割 

市民や地域団体、事業者が行

う緑化活動を支援します。 

魅力ある公園・緑・水辺の保

全・育成及び整備を実施します。 

また、民有地の土地利用にあ

たり、有効な緑化計画を誘導し

ます。 
 
用語解説                                                     

※１ 自主管理公園：地域のボランティア等で植栽や美化等を行っている公園 
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資料 
基本施策 政策 

 上下水道 コンパクトで居心地のよい 
まちづくり 

５－２３上下水道 

●めざす姿：安定したライフラインの整ったまち 

計画に基づいた、効率的な施設・管路の整備更新・耐震化と維持管理が行われています。水道水の安

定供給と共に公共下水道の整備により衛生的な生活と水環境の保全、雨水対策も進んでおり、災害に強

いライフラインが確立されたまちとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 高度経済成長期に急速に整備された水道管の老朽化が進み、今後多くの施設・管路の更新整備が必

要となります。 

○ 重要なライフラインである水道は、今後、発生が危惧される巨大地震災害に対応するため、施設・

管路の耐震化が急務となっています。 

○ 節水意識の高まりや節水機器の普及による有収水量※4 の減少は、料金収益に連動することから、施

設・管路の整備事業を推進するためには、一層の経営健全化を図る必要があります。 

○ 下水道人口普及率（汚水）は、平成30年度末97.0％となり、整備は完了しつつありますが、未整

備区域の多くが私道に面した区域であり、所有者の承諾がないと整備が進まないことが課題となっ

ています。 

○ 下水道整備普及率（雨水）は、平成30年度末37.4％であり、今後整備を推進する必要があります。 

○ 下水道の水洗化率※5は、平成 30年度末89.6％ですが、水洗化にかかる工事費等が利用者負担とな

り、伸びなやんでいる状況にあります。 

○ 下水道は整備が始まってから約 45 年が経過し、施設の老朽化が進んでいます。今後も計画的にポ

ンプ場等の施設を更新し、併せて耐震化も進める必要があります。 

○ 持続可能な事業運営を行うため、使用料等の収入確保に努め、維持管理経費の抑制により、経営改

善を図る必要があります。 

用語解説                                                     
※１ 下水道人口普及率（汚水）：市内人口に対する、下水道汚水管が整備されている区域内の人口の割合。 
※２ 耐震幹線ループ：市内全域に配水するために格子状に配置した耐震主要幹線。 
※３ 下水道整備普及率（雨水）：市内認可面積に対する、下水道雨水管が整備されている区域内の面積の割合。 
※４ 有収水量：料金徴収の対象となった水量。配水量から漏水等の水量や菅洗浄水量などを除いたもの。 
※５ 下水道水洗化率：下水道汚水管が整備され水洗化が可能な人口に対する、水洗化している人口の割合。

●成果指標 

実績値

93.0 94.0 95.4 96.5 96.6 96.8 96.9 97.0 97

38.2
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0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R6

下水道人口普及率※１（汚水）【％】

上水道（耐震幹線ループ※２・重要

施設路線）の耐震化率【％】

下水道整備普及率※３（雨水）【％】

当初目標値

目標値

実績値 目標値
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水道の現状に満足している市民の割合

下水道の現状に満足している市民の割合

（％）
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資料 
●関係する市の条例・計画等 

◆泉大津市水道事業給水条例（昭和３３年１２月）、◆泉大津市下水道条例（昭和４８年７月）、◇泉大津

市水道事業ビジョン（平成２６年６月）、◇下水道整備計画（平成２７年４月） 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①水道水の安定供給 

安全で良質な水道水を安定して供給するため、老朽管

の適切な更新を進めます。 

・ 計画的な配水管の更新（φ150mm
以上） 

・ 漏水発生時等における配水管の更新
（φ150mm 未満） 

②災害対策の充実 

「中央配水場くらしの水センター」を基幹施設とし、

地震などの災害に対し、非常時直後より必要最低限の給

水が確保でき、かつ復旧作業が迅速に行えるよう、必要

な管路の選定と整備を進めます。 

また、防災関連施設や応急給水拠点である避難所等に

至る管路の耐震化を進めます。 

・ 施設・配水池の耐震化の推進 

・ φ75mm 以上の管に対して耐震管の
採用を推進 

・ 耐震幹線ループの構築推進 

・ 応急給水拠点の確保の推進 

③上水道事業の健全経営の推進 

水道事業ビジョンや収支計画・整備計画などに基づき、

健全経営に努め、持続可能な事業形態をめざします。 

・ アセットマネジメント※6 の考え方を
取り入れた適切な健全経営の推進 

④公共下水道の汚水整備推進 

生活環境の保全・海や川の水質保全のため、公共下水

道の汚水整備を進めます。 

・ 私道に面した区域の汚水整備の推進 

⑤公共下水道の雨水整備推進 

大雨・洪水時の浸水被害を軽減するため、雨水施設整

備を進めます。 

・ 既存管路の排水能力調査及び整備の
推進 

・ 効率的な面整備の手法検討 

・ 財源調整を含めた施工時期の検討及
び整備の推進 

⑥水洗化の普及促進 

様々な機会を通して、広く下水道の制度・効果等のPR

に努めます。 

・ 水洗化工事の貸付・助成制度の活用 

・ 水洗化啓発活動の推進 

⑦下水道施設の機能維持・向上 

下水道の各施設が健全に機能するよう耐震化等も含め

維持更新に努めます。 

・ ストックマネジメント※7 に基づく更
新事業の推進 

・ 更新事業に合わせた耐震化の推進 

・ 維持管理の包括的民間委託の推進 

⑧下水道事業の経営健全化 

下水道会計の健全な運営を行うため、更なる民間活力

を導入した効果的な管理運営や水洗化率の向上による使

用料収入等の確保により経営基盤の確立を図ります。 

・ 事務の見直しと更なる業務委託化の
推進 

・ 公営企業会計の適用 

・ 水洗化率の向上の推進 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

水の有効利用に努めます。 

また、生活排水を川に流さない

よう、公共下水道に接続します。 

○団体・事業者などの役割 

事業により排出される処理

水等の適切な管理を行います。 

○行政の役割 

管路や施設の適切な維持・管理を

推進し、健全な施設運営を行います。

また、災害に備えた耐震化等を進め、

安定したライフラインを整えます。 
用語解説                                                     

※6 アセットマネジメント：収益性の視点から施設全般を総合的に資産管理する手法。 

※7 ストックマネジメント：長期的な視点で下水道施設全体の今後の老朽化の進展状況を考慮し、リスク評価等による

優先順位付けを行った上で、施設の点検・調査、修繕・改築を実施し、施設管理を最適化する手法。 
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第６節 誇れる・選ばれる・集えるまちづくり 

 

６－１ 商工業 

６－２ 観光 

６－３ 農業・漁業 

６－４ 労働環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 誇れる・選ばれる・集えるまちづくり 
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資料 
基本施策 政策 

 商工業 誇れる・選ばれる・集える 
まちづくり 

６－２４商工業 

●めざす姿：人と企業が集まりアイデアと活気にあふれるまち 

毛布・ニット・毛織物などの伝統産業が継承され、「繊維のまち・泉大津」としての地域ブランドが確

立し、広く認知されています。また、地域密着型の商店などにより、地域住民の生活の質が向上し、活

気あふれるまちとなっています。 

地域のブランド力や活気が、多くの人や企業を呼び込み、新たなアイデア・産業が生み出されるまち

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ グローバル化の進展により海外製品の市場参入が増大し、問屋・アパレル卸等の発注が海外へとシ

フトするなど、地場産業における受注が激減しています。 

○ 消費者のライフスタイルの変化や価値観の多様化から、価格だけでなく、自らの価値観に応じて商
品を購入する傾向が強まり、さらには、安全性や健康、環境への配慮など、品質に対しての要求が
より高次元になっており、事業者は、このような環境を前提とした事業運営が必要となっています。 

○ 地場産業の規模が収縮し、製造コストが上昇する一方で、価格破壊が進行し、生産性、収益性の低
下とともに事業者の転廃業も増加しています。 

○ 毛布の生産が国内シェアの 9 割を占め、繊維産業においては高い技術力を有している一方、後継者
不足による廃業、製造工程の海外展開や工場自体の海外移転などにより、地域に培われてきた分業
体制に亀裂が生じ、産業集積が崩壊の危機に瀕しており、地域内における分業体制の維持、安定化
に努めるとともに、産学官の連携など、これまでの枠を越えた様々な連携や領域を模索し、新たな
産業集積を構築していくことが課題となっています。 

○ 食料品等の購入は市内の店を利用しているものの、買回り品（衣料や家電製品など）は市外の店の

利用が多く、商店街等の利用頻度は減少傾向にあります。 

○ 商店街等は、地域コミュニティの一役を担う機能が求められていますが、地域住民の商店街等への
満足度は十分ではないため、商業者が消費者ニーズなどを把握し、情報の積極的な発信をしていく
ことが課題となっています。 

●成果指標 

実績値 目標値

80.4 78.2 82.2
90
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49.1 50
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生活必需品を泉大津市内で買う

ようにしている市民の割合

商工業が盛んなまちだと思う市

民の割合

（％）

実績値
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507
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繊維工業【事業所数；左軸】

製造品出荷額（繊維工業）【億円：左軸】

創業者数（新設事業所数（移転含む））【事務所：左軸】

商店数（小売業事業所数）【事務所：左軸】

商工業【事業所数：右軸】

製造品出荷額（工業）【億円：右軸】

当初目標値
目標値
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
●関係する市の条例・計画等 

◇泉大津市産業振興ビジョン（平成 21年 10月）、◇泉大津市中心市街地活性化基本計画（平成 12年

2月） 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①地域産業の振興 

地場産業である繊維産業や、地域に密着した既存

産業が環境の変化等に十分に対応し、競争力を維

持・向上していくよう、様々な視点に立った取組を

展開します。 

・ 販路拡大事業の推進 
・ 新商品・新技術開発事業の推進 
・ 人材の育成・確保事業の推進 
・ 産業集積を活かした地域産業の振興 

②地域ブランドの活用と確立 

国内有数の毛布やニット、毛織物などの生産地で

あり、これらを泉大津の「地域ブランド」と位置付

け、繊維産業が集積する「繊維のまち・泉大津」を

全国にＰＲします。 

・ 「毛布のまち・泉大津」を PR するための
毛布の開発 

・ 毛布などの「高品質な製品」と「産地“泉
大津”」を全国に PR する場の提供 

・ 地域ブランドの形成に向けた取組の支援 
・ 新たな「地域ブランド」の形成・確立 

③産業の担い手となる人材の育成と確保 

産業競争力を維持・向上していくため、環境の変

化等に的確に対応できる人材の育成、確保が必要不

可欠であり、産業の担い手となり産業振興をリード

する「人材」の育成・確保を積極的に進めます。 

・ 商工団体が実施する人材育成・確保事業へ
の支援 

・ 産業振興をリードする「人材」の育成・確
保・環境整備 

・ マネジメント力の強化の推進 

④多様な連携・協働や広域的な取組の推進 

市民や団体、行政など様々な主体間の連携・協働

を強化し、広域的な取組を推進します。 

・ 広域的な連携による地場産品の展示会や
マッチング等の実施 

・ 産業界と行政が一体となって本市の知名
度を上げ、地域の活性化を図る事業の実施 

・ 他の自治体と相互に特産品をＰＲする事
業の実施 

⑤新規産業の創出と育成 

産業の活力を維持し、より一層発展していくため、

新規産業の創出と育成が重要であり、新たな分野等

への挑戦として、積極的に進めます。 

・ 臨海部における企業立地促進 
・ 起業創業支援ワンストップ窓口の充実 
・ 新規開業する中小企業者の経営の安定及

び振興の支援 

⑥商業・サービス業の振興 

商業者と商業関連組織、行政が連携し、地域住民

等のニーズにも合った、付加価値の高い取組を推進

します。 

・ 商業関連団体が実施する商業活性化事業
への支援 

・ 商店街等が行う地域資源を活用した取組
の支援 

・ 意欲的な商業者の自主的・自発的な活性化
の取組の推進 

・ キャッシュレス化に適応する地域の環境
整備の推進支援 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

市民一人ひとりが、地域産業活

性化の担い手として、地域での商

品の購入を心がけるとともに、特

産品をＳＮＳ※１等で紹介するな

ど、積極的なＰＲを行います。 

○団体・事業者などの役割 

継承されてきた技術等の地域資

源を活用し、新たなブランド化等

に取り組みます。 

イベント等を実施し、市民に親し

まれる企業、商店をめざします。 

地域の魅力の情報発信を行います。 

○行政の役割 

事業者や各種団体の自主的

な活動を支援します。 

市内外において、地域産業の

積極的なＰＲを行います。 

用語解説                                                     

※１ ＳＮＳ：参加するユーザーが互いに自分の趣味、好み、友人、社会生活などを公開しあいながら、人と人とのつな

がりを促進・サポートするコミュニティ型の Web サイトのこと。Social Networking Service の略。 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
基本施策 政策 

 観光 
誇れる・選ばれる・集える 

まちづくり 

６－２５観光 

●めざす姿：地域資源を守りながら新しい風を感じさせるまち 

既存の資源を活用した観光に加え、泉大津ならではの特色ある地域資源に磨きをかけ、市内には誰も

が訪れてみたいと思う観光資源が充実しています。 

関西国際空港に近接する立地特性を活かし、泉州地域の一翼を担いながら、国内外から多くの観光客

が訪れ、にぎわいのあるまちとなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 観光資源の少なさやＰＲ不足により、本市に観光で訪れる人は少ないのが状況ですが、池上曽根遺跡や

だんじり祭りなど、泉大津ならではの地域資源の良さを認識し、ＰＲすることが求められます。特に、

大規模集客地である泉大津フェニックスの利活用の促進には、重点的に取り組む必要があります。 

○ 関西国際空港を利用する訪日旅行客数は増加していますが、本市への訪問は少なく通過点となって

います。泉州地域の９市４町と商工会議所や民間企業とで設立した地域連携ＤＭＯ※１を中心に、地

域資源のプロモーションや広域的なモデルコースの設置等により、地域内での継続的・安定的な観

光客の誘客に努める必要があります。 

○ 体験型観光に対するニーズの高まりを受け、市内の繊維工場等においても既に取組が進められてお

り、好評となっていることから、これらの取組を促進することが求められます。 

○ 既存の地域資源等を活用し、魅力ある観光コ

ンテンツを作成するための戦略立案等の取

組を進めるとともに、それらの情報を有効に

発信するための拠点を整備することも必要

となります。 

○ 泉大津フェニックスには多くの来訪者があ

るものの、市街地等での滞在時間は短くなっ

ており、来訪者が市内を周遊し、滞留する仕

組みづくりが求められます。 
 

※１：ＤＭＯ：観光物件、自然、食、芸術・芸能、風習、風俗など当該地域にある観光資源に精通し、地域と協同して観
光地域作りを行う法人のこと。Destination Management Organization の頭文字の略。 

●成果指標 

実績値
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55,800
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27,182

22,713 21,981

32,301 29,915 30,390 28,713
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各イベントの集客数（対象が市民限

定のイベント除く）【人】

池上曽根弥生学習館・織編館の利

用者数【人】

市内の鉄道駅における非定期利用

者の１日あたり乗車人員数【人】

当初目標値
目標値

泉大津フェニックスにおける野外コンサート 

実績値 目標値

27.1 29.2 32.6
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市外の人に自慢できる資源があ

ると思う市民の割合
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
●関係する市の条例・計画等 

◇泉大津市産業振興ビジョン（平成 21年 10月） 

 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①泉大津フェニックスの観光資源としての活用 

人が親しみ、集う、交流とにぎわいある港づく

り・まちづくりのため、泉大津フェニックスの PR

を行うとともに、海辺で憩い、楽しむ催しを誘致し

ます。 

・ 泉大津フェニックスでのイベントの誘致 

・ 映画のロケ地などに積極的に採用してもら

うための事業の実施 

・ フェニックスコンサートでのシティプロモ

ーション※２活動の実施 

②地域資源を活用した観光の推進 

毛布・ニット・毛織物などの地域資源を活用した

観光ＰＲイベントを実施するとともに、見学可能な

繊維工場を観光資源として市内外に広く PR しま

す。 

・ 広域連携による集客イベントでの観光ＰＲ

の実施 

・ 繊維製品製造工場や体験型施設などの見学

や体験型観光の推進 

・ 地域資源をＰＲするためのツールの充実 

③市のイメージアップ・認知度の向上の推進 

泉州地域のプロモーションを推進し、泉州地域の

活性化、国内外における泉州ブランドの確立に寄与

するため、一般社団法人ＫＩＸ泉州ツーリズムビュ

ーローに参加し、プロモーション活動を展開しま

す。 

・ 関西国際空港における泉州地域のＰＲ 

・ 本市の文化財や観光資源を含めた泉州地域

全域での観光施策の推進 

・ 観光客誘致のイベントへの参加による観光

ＰＲの実施 

・ 高架下を活用した観光等のＰＲの推進 

・ 学生との連携による隠れたお店等のほりお

こし及び情報発信 

・ 繊維製品製造工場（のこぎり屋根）を活用

したイメージ戦略の推進 

④地域資源のネットワーク化による回遊性の

創出 

地域資源間の連携を密にし、各々の魅力を最大限

に引き出すことで相互ＰＲを推進するとともに、回

遊性の創出を図ります。 

・ 公共交通機関との連携による観光資源をめ

ぐるイベントの推進 

・ 観光客が観光資源を見て回るための回遊性

の創出 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

地域の魅力を知り、市外に向け

て積極的にＰＲします。また、観

光ボランティア等の取組を進めま

す。 

○団体・事業者などの役割 

来訪者に満足してもらえるよう

な体制を整備します。 

地域資源を活用した体験型観光

メニューの創出を行います。 

○行政の役割 

各種団体や周辺自治体と連

携を図りながら、観光プログラ

ムの創出を行います。 

 

用語解説                                                     

※２ シティプロモーション：地域の魅力を創り出し、それを国内外に発信し、地域ブランド力を高め、「人」・「もの」・「情

報」などが活発に行き交う、元気で活力あるまちを創る活動。 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
基本施策 政策 

 農業・漁業 誇れる・選ばれる・集える 
まちづくり 

６－２６農業・漁業 

●めざす姿：食を身近に感じる産業を育むまち 

安全・安心な農水産物の生産が進められるとともに、市民の間で地元の産品への関心が高まり、地産

地消の意識が広まっています。市民が農業・漁業の大切さを認識することで、次世代の担い手が育って

います。 
 

実績値 目標値

43.0 41.1 38.4

55

30.0

50.0

70.0

90.0

H26 H29 H30 R6

地元で採れた食材を買うようにしている

市民の割合

（％）

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 都市化の進展に伴う農地の減少等により、農業を取り巻く環境は厳しさを増す中、従事者の高齢化

や次世代の担い手不足により、産業としての衰退の危機にあります。 

○ 地産地消の意識の高まりから、地元農水産物に対するニーズは高まっており、地元産の農水産物の

供給を促進する必要があります。 

○ 安全・安心意識の高まりから、化学肥料や農薬を減らした農作物へのニーズが高まっています。 

 

 

 

 

 

 

●成果指標 

実績値
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
●関係する市の条例・計画等 

◇泉大津市産業振興ビジョン（平成 21年 10月） 

 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①次世代経営者への経営環境の提供 

次世代の担い手となる若い世代にとって魅力あ

る経営環境を提供します。 

・ 営農改善の取組の支援 

・ 大阪の特産と認められる「大阪産（おおさ

かもん）」や「なにわの伝統野菜」の周知・

普及 

・ 「大阪版認定農業者」の周知・普及 

・ 農業協同組合、漁業協同組合等との連携の

強化 

②地産地消の推進と安全安心な食の提供の推

進 

食を身近に感じることができる機会を提供する

とともに、安全安心な食の提供の推進に努めます。 

・ 多様な媒体による情報発信・共有 

・ キャンペーンなどの啓発活動の促進 

●協働の考え方 

○市民の役割 

農業・漁業に対する理解を深め、

地産地消に努めます。 

○団体・事業者などの役割 

環境に配慮した安全・安心な

農水産物を提供します。 

○行政の役割 

農業・漁業団体が取り組む事

業を支援します。市内外におい

て、地場産品の積極的なＰＲを

行います。 

泉大津漁港 農業まつりでの地元産野菜の直売 
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第４回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 
基本施策 政策 

 労働環境 誇れる・選ばれる・集える 
まちづくり 

６－２７労働環境 

●めざす姿：誰もが夢を持ち働きやすいまち 

市内の企業では、福利厚生が向上し、安心して働ける職場環境が整備されています。また、多様な働

き方への理解が進み、仕事と生活を調和させながら働ける環境が整っています。 

泉大津市内で働きたい人が増え、企業における雇用が促進され、世代を問わず誰もがいきいきと働け

るまちとなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 近年の社会情勢の変化により、労働問題は多様化・複雑化しています。就業形態の多様化による不

安定就労の割合の高さや、目まぐるしく変化する経済情勢に左右される就職市場、高齢者の雇用延

長等、就労に関する問題はますます顕在化しています。 

○ 事業所の転廃業や工場の縮小・閉鎖・

海外移転等により、市内の就労の場が

減っていることから、市内企業の就業

者数は減少しています。一方、出入国

管理及び難民認定法が一部改正された

ことにより、今後、外国人就労希望者

の増加が予想されます。 

○ 企業に対し労働者の確保・定着に向け

た支援等を行うとともに、市民に対し

ては労働相談・就労相談体制を確立

し、相談者個々にあった支援等を行っ

ていますが、今後も職業生活の安定のための効果的な施策を展開するとともに、産官民の各団体が

連携する必要があります。 

○ 労働・就労の問題は、本市だけの問題ではなく、全国的な社会問題であり、関係団体との連携を強

化するとともに、国・府に対し適切な支援施策・財政措置を講じるよう要望していく必要がありま

す。 

●成果指標 

産業別就業者数の推移 
資料：事業所・企業統計（昭和 56～平成 18年）、経済センサス（平成 21～） 

実績値
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（％）
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資料 
●関係する市の条例・計画等 

◇泉大津市就労支援計画（平成 14年 4月） 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①安心して働ける職場環境の整備 

職場環境の整備・改善を図り、労働者の安全・

健康を確保するための啓発活動を促進します。 

また、育児休業制度等の普及や各種ハラスメ

ント※１の防止など就労条件・地位の向上を図る

ための啓発活動と、優良企業の推奨に努めます。 

・ 国・大阪府等との連携による職場環境改善の啓

発や雇用の安定に向けた情報提供の実施 

・ 大阪府等との連携による育児休業等の労働者

福祉に関する啓発・情報提供の実施 

・ 職場における各種ハラスメントに関する相談

の実施 

・ 各種ハラスメントに関する専門機関等の情報

提供 

・ 勤労者の能力向上のための講座等の情報提供 

②福利厚生の充実に向けた支援 

労働者の福利厚生の充実を図るため、企業と

労働組合等に対し働きかけを行います。 

・ 大阪府等との連携による勤労者福祉の向上の

ための啓発活動の実施 

・ 商工等団体・企業等が行う勤労者福祉対策の支

援 

③労働相談体制の充実 

市内在住・在勤の未組織勤労者の適正雇用の

推進を図り、トラブルの解消と充実した職業生

活に向けた相談を行います。 

・ 解決型労働相談の実施 

・ 大阪府等が実施している専門家による労働相

談会等の情報提供 

④就職困難者に対する就労支援の充実 

就職困難者の就労に関する相談を行い、関係

機関と連携を図りながら相談者に適した取組・

支援を推進します。 

・ 就職情報フェアの開催 

・ 就労支援セミナーの開催 

・ 就労支援コーディネーターによる就労相談の

実施 

⑤仕事と生活の調和の推進 

仕事と育児や介護の両立や多様な働き方を可

能とする就労環境の整備・改善を促進します。

また、大学等と連携し、就業意識に関する調査・

研究を進めます。 

・ ハローワーク等との連携による雇用機会の均

等等に関する啓発・情報提供の実施 

・ 労働に対するニーズの把握と、多様な労働形態

の開拓に向けた支援の実施 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

仕事と生活の調和を考え、自分

にあった働き方を選択します。 

○団体・事業者などの役割 

労働環境の向上に努めます。 

○行政の役割 

職業安定所等の関連機関と連

携し、情報の提供に努めます。 

 

用語解説                                                     

※１ 各種ハラスメント：パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント等。 
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第７節 健全な行財政と都市経営に基づく市民サービス 

 

７－１ 行財政運営 

７－２ 市政の情報発信 

７－３ 公共施設 

７－４ 市民サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 健全な行財政と都市経営に基づく市民サービス 
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資料 
基本施策 政策 

 行財政運営 健全な行財政と都市経営 
に基づく市民サービス 

７－２８行財政運営 

●めざす姿：柔軟で健全な行財政運営 

市がめざす姿を市民と共有しながら、市民ニーズに基づき、選択と集中による施策・事業を展開していると

ともに、積極的な歳入の確保に取り組んでいます。その結果、柔軟で健全な行財政運営を実施しています。 
 

成果指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実質赤字比率【％】※３ － － －  － － － － 

連結実質赤字比率【％】※４ 3.34 － －  － － － － 

経常収支比率【％】※５ 99.4 98.3 98.9 98.7 97.7 97.3 94.3 96.1 

自主財源比率【％】※６ 47.9 46.9 45.1 47.4 47.3 47.3 48.4 45.1 

 

●現況と課題 

○ 過去の公共事業の実施に伴う公債費※７の増加等もあり、危機的な財政状況に陥って以降、数次の行財政改革に基づく

事務事業の見直し、職員数・給与の削減、民間委託の推進などの取組を継続的に進め、一定の成果をあげてきました。 

○ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率の４指標については、以前には、地方債許可基準

の 18％を超過していた実質公債費比率をはじめ、各指標の低減に努め、一定の成果が上がっているところですが、

今後は、老朽化した公共施設の更新・長寿命化事業が本格化し、地方債の増発が避けられないことから、指標が再び

悪化する懸念があります。公共施設の整備にかかる地方債の発行にあたっては、後年度負担を充分に考慮し、指標悪

化を最小限に食い止める必要があります。 

○ 人口減少や少子高齢化等、社会構造の変化に伴い、自治体の人的・財政的な経営資源の制約が高まっていく中で、市

民サービスを維持・向上させるための業務改革が求められています。ＩＣＴを活用した業務の効率化を進めるととも

に、人材の確保や育成に取り組み、市民の満足度を達成の指標とする総合計画を中心にした持続可能な行財政運営を

進める必要があります。 

○ 生産年齢人口の減少に伴う納税者数の減少などにより、自主財源の根幹をなす市税収入についても減少傾向となることが
想定されるため、歳入確保の観点からも、市税収入を堅持するための施策展開が求められます。また、あわせて税外収入
についても確保・増収を図っていく必要があります。 

 
用語解説                                                     
※１ 将来負担比率：借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを、財政規模に対する割合で表したもの。350％以上となると

早期健全化団体とされ、財政健全化計画の策定が義務付けられる。 
※２ 実質公債費比率：借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、財政規模に対する割合で表したもの。25％以上では早期健

全化団体とされる。また、35％以上では財政再生団体とされ、財政再生計画の策定が必要。 
※３ 実質赤字比率：一般会計等に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したもの。「―」は、算出値が負となる場合

の表示で、実質的な赤字がないということをいう。 
※４ 連結実質赤字比率：本市のすべての会計（一般会計、特別会計、公営企業会計）に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で

表したもの。「―」は、算出値が負となる場合の表示で、実質的な赤字がないということをいう。 
※５ 経常収支比率：人件費・扶助費・公債費などの経常的に支出する経費に対して、市税や普通交付税などの使途を制限されない経常

的な収入がどの程度充てられるかによって、財政構造の弾力性を判断するための指標。 
※６ 自主財源比率：地方公共団体が自主的に収入しうる財源（地方税・分担金及び負担金・使用料・手数料・財産収入・寄付金・繰入

※１ 

※２ 
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資料 金・繰越金・諸収入がこれに該当する。）の歳入総額に占める割合。 
※７ 公債費：地方公共団体が特定の事業の経費に充てること等を目的として、必要とする資金を外部から調達することによって生じる

債務（地方債）の元利償還金をいう。 
 

●関係する市の条例・計画等 

◇泉大津市財政運営基本方針（平成 28 年 3月）、◇収支見通し（毎年度策定）、◇予算編成方針（毎年

度策定）、◇予算査定方針（毎年度策定）、◇第三セクター等経営健全化方針（平成 31 年２月） 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①健全で効率的・効果的な財政運営 

地方公共団体財政健全化法に基づく各指標を中心とす

る財政指標の改善に向け、赤字会計の解消と将来を見据

えた基金の積み立てを計画的に行います。 

また、施策の優先度、投資効果および後年度負担の軽

減を考慮し、中長期的な視点に立った健全かつ効率的・

効果的な財政運営に努めます。 

・ 施策の優先度と必要性、効果等の検証に
基づく計画的かつ効率的な財政運営 

・ 赤字会計の解消および土地開発公社の
健全化 

・ 財政調整基金※8 をはじめとする充当可
能基金への積立 

・ 後年度負担の軽減に資する地方債※9 の
発行・抑制 

・ 民間活力の積極的な活用 
・ 保有資産の有効活用 
・ 公会計制度の活用 

②歳入の確保 

自主財源の根幹をなす税収の確保に向けて、市税の適

正な賦課および徴収に努めるとともに、税源の涵養に資

する施策・事業の展開を推進します。 

また、事業実施に伴う特定財源の活用と受益者負担の

適正化の検討をすすめ、税外収入についても確保および

増収を図ります。 

・ 的確な課税客体※10 の捕捉による適正
な賦課の推進 

・ 徴収率の維持・向上 
・ 税源涵養の視点からの事業・施策の検討 
・ 国・府等補助金など特定財源の確保 
・ 使用料・手数料の見直し等による受益者

負担の適正化 
・ ふるさと応援寄附の確保 

③行政改革の推進 

市民へ質の高いサービスを提供できるよう、事務事業

の見直しや再構築を行うとともに、ＩＣＴを活用した業

務の効率化、職員の意識改革、人材の確保と育成を図り

ます。 

また、広域に係わる課題に対応していくため、近隣市

町とさらなる連携を強化し、協力体制の充実を図ります。 

・ ＩＣＴを活用した事務事業の効率化の

推進 

・ 人事評価制度、各種研修、派遣などによ

る人材育成の推進 

・ 自治体間の協力・連携体制の充実 

④総合計画に基づく行財政運営 

総合計画の基本理念や市のめざすべき姿を市民と共有

し、各部局が、その実現にむけて事業を遂行します。 

・ 各種行政評価など市民の意見を施策へ

反映する取組の推進 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

市の行財政運営に関心を

持ち、地域資源の有効活用

などに向けたまちづくりな

どに積極的に参加します。 

○団体・事業者などの役割 

地域でできることは地域

で行い、解決していくこと

のできる地域づくりに努め

ます。 

○行政の役割 

市民ニーズに基づき、選択と集中により、

行財政運営の効率化を図ります。 

また、サービスの質の向上、行財政運営

の効率化のため、積極的な民間活力の導入

を図ります。 
 
用語解説                                                     

※８ 財政調整基金：基金とは、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために、

条例により設置されたものをいい、財政調整基金は、円滑な財政運営を行うにあたり、年度間の財源調整を図るこ

とを目的としている。 

※９ 地方債：地方債とは、地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達することによって負担する債務で、そ

の元利償還の履行が一会計年度を超えて行われるものをいう。 

※10 課税客体：課税の対象となる物・所得・行為その他の事実。固定資産税における土地・家屋等の固定資産などをいう。 
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資料 
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「広報いずみおおつ」の内容が充実していると

思う市民の割合

市政に関する情報が、わかりやすく提供され

ていると思う市民の割合

（％）

実績値 目標値

基本施策 政策 

 市政の情報発信 健全な行財政と都市経営 
に基づく市民サービス 

７－２９市政の情報発信 

●めざす姿：すべての市民に情報が届けられるまち 

市民生活に役立ち、市政に対する理解と協力を得られるような市政情報が、様々な情報媒体により発

信され、すべての市民に届けられています。また、市民からの声を積極的に聴く機会や方法が増えてい

ます。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 本市では、広報紙をはじめ、ホームページ、フェイ

スブック、出前講座などを通じて、市政情報を広く

発信しています。また、市民の市政に対する要望、

ニーズについては、広報モニターアンケートや「市

長への提言」、タウンミーティングの実施等により、

その把握に努めています。 

○ 市民と行政が協力してまちづくりを進めるために

は、今後も、市民が必要とする情報を分りやすく提

供するとともに、市民からの声や意見を聴取する機

会を充実させ、市民と行政が情報を共有し、理解し

合うことが重要です。 

○ パソコンやスマートフォンなどが普及し、市民の情報通信手段も多様化してきていることから、時

代に即した手法で市政情報を提供することが求められます。 

○ 多くの情報を発信することは、行政が説明責任を果たす観点からも重要です。個人情報の適正な管

理に努めつつ、市政情報の適切な公開が求められます。 

○ 市民に伝える市政情報に加え、シティプロモーションの観点から、市外にも泉大津市の施策や取組

などを発信し、市の認知度を高める必要があります。 

 

●成果指標 

市民と行政が対話するタウンミーティング 

実績値 目標値
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資料 
●関係する市の条例・計画等 

◇いずみおおつし広報広聴戦略プラン（平成 23年 3 月） 
 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①広報活動の充実 

伝えたい情報が効率良く伝えられ、かつ市民の関

心を引く内容となるよう、情報内容の充実を推進し

ます。 

また、すべての市民に市政情報を伝えられるよう、

情報発信の環境整備・充実を図ります。 

特に広報紙については、全世帯への行き渡りを実

現するために、より効果的な方法を検討します。 

さらに、交流や定住促進につながるシティプロモ

ーションの推進に努めます。 

・ 市民・学生・企業等と連携した情報収集・

発信体制の構築 

・ 様々な媒体における情報内容の充実 

・ 新しい SNS の調査・研究と更なる推進 

・ 広報紙の配布方法と設置場所の検証 

・ ＰＲ冊子の作成とイベント・駅前などでの

情報発信機会の拡充 

②広聴活動の充実 

市民の市政に対する要望・ニーズを聴取し、施策

や事業の達成や定着の状況を把握するため、意見交

換会、市民アンケートなど、広聴の機会を拡充しま

す。 

・ 出前講座など情報発信を通じた市民の意

見を聴取する機会の充実 

・ 市長への提言など市民が市政に提言でき

る手段や手法の充実 

・ 施策や事業の満足度や定着度を測るため

の市民向け各種調査の実施 

・ イベント、事業などでの新たな意見聴取機

会の拡充 

③情報の公開と管理 

情報公開や個人情報保護制度の適正な運用に努め

ます。 

・ 積極的な情報公開の推進 

・ 個人情報の適正な管理 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

地域に関心を持ち、情報収集す

るとともに、SNS 等を活用し、地

域の情報発信を積極的に行ってい

ます。 

各種会議への参加やアンケート

調査などに積極的に協力し、意見

の発信に努めます。 

○団体・事業者などの役割 

まちづくりを担う一員とし

て、市の情報を地域住民に的確

に伝達し、団体が取り組む内容

を積極的に情報発信します。 

○行政の役割 

多様な媒体を活用し、市民が

求める情報を分かりやすく提供

します。また、市民の意見を幅

広く聴くため、多様な機会を設

けます。 

 

 

広報いずみおおつ 
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資料 
基本施策 政策 

 公共施設 健全な行財政と都市経営 
に基づく市民サービス 

７－３０公共施設 

●めざす姿：誰もが利用しやすく誰もが集える公共施設 

市民の多様なニーズ、利用目的にも柔軟に対応できるよう、公共施設の複合化・多機能化が進んでお

り、誰もが利用しやすく、質の高い公共施設サービスが提供されています。これにより、公共施設は市

民活動や世代間交流の地域の拠点となっています。 

 

●成果指標 

実績値 目標値

57.6 54.7 57.9

84

32.5 26.5 29.3

55

0
20
40
60
80
100

H26 H29 H30 R6

公共施設の利用しやすさや、サービスの

内容に満足している市民の割合

この１年間に市の公共施設を１ヶ月に１度

以上利用した市民の割合

（％）

 
 

実績値

38.6
37.7

37.7 36.3 35.6 37.1
5049.4 52.0 55.3 55.9 55.9

100

0

20

40

60

80

100

H24 H25 H26 H27 H28 H29 R6

公共施設における貸室等の稼働率【％】

公共施設のバリアフリー化率【％】

目標値
 

●現況と課題 

○ 本市の公共施設の多くは、建築後３０年以上が経過していることから、老朽化が進んでおり、今後、

施設の改修や更新が必要となりますが、集中して更新時期を迎えるため、財政への影響を勘案して計

画的・戦略的に進める必要があります。 

○ 近年、高齢化が進展する一方で、都市化の進行や核家族化などによりライフスタイルの多様化が進

む中で、バリアフリー化や市民ニーズの変化に十分対応しきれておらず、今後とも対応が必要とな

ります。 

○ 施設利用者については、公共施設の存続を望む声が強いで

すが、市民が日常的に利用する施設は限られており、利用

者が少ない施設や当初の目的と現在の利用実態がかい離し

ている施設もあることから、市民の利用頻度やニーズに合

わせた公共施設とすることが必要となります。 

○ 一方で公共施設は、市民のコミュニティ形成の場としての

役割や、災害時には避難場所になるなど、防災拠点として

の機能もあり、これらへの対応も必要となります。 

○ 今後の公共施設の整備にあたっては、老朽化・バリアフリ

ー化対策のみならず、市民の多様なニーズや利用目的に柔

軟に対応できる施設として整備する必要がありますが、厳

しい財政状況の中、全ての施設を更新するには財源が不足

しており、適正な配置による効率的な施設整備や維持管理

が必要となります。 

図 公共施設分布図 
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資料 
 

●関係する市の条例・計画等 

◇泉大津市公共施設適正配置基本方針（平成 26年 12 月）、◇泉大津市公共施設等総合管理計画（平成

２８年４月）、◇泉大津市公共施設適正配置基本計画（平成 29年 6月） 
 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①施設の複合化・多機能化の推進 

建替え等の際は、必要性を検討し、今後の人口構造の

変化や市民ニーズの変容に対応すると共に、新たな市民

の交流が生まれるような施設とするため、複合化・多機

能化を推進します。 

 

 

 

・ 既存施設の建替え、長寿命化改修の際

に複合化・多機能化を計画的に推進す

るための取組 

・ 誰もが利用しやすい施設とするための

バリアフリー化の推進 

・ 将来推計人口を踏まえた公共施設総量

の適正化 

②施設の長寿命化・適切な維持保全の推進 

施設の長寿命化や適切な維持保全により、今ある施設

を活かし、公共施設にかかる費用の圧縮を図ります。 

・ ライフサイクルコスト※１圧縮のための

公共施設の長寿命化改修の推進 

・ 公共施設の長寿命化を進めるための計

画的で効率的な維持保全の実施 

③民間事業者や市民との連携 

多様化、高度化する市民ニーズに対応し、誰もが利用

しやすい公共施設とするため、民間事業者や市民団体な

どが有するノウハウなどを積極的に活用し、質の高い公

共サービスを提供します。 

・ 指定管理者制度の活用などＰＰＰ（公

民連携）による民間活力の導入 

・ 市民ニーズをダイレクトに反映するた

めの地域利用施設の地域移管の推進 

・ 民間施設の活用や民間による公的サー

ビスの展開 

 

●協働の考え方 

○市民の役割 

市民の財産である公共施設をい

つまでも快適に長く利用できるよ

う大切に利用します。 

○団体・事業者などの役割 

鍵の開け閉めや清掃活動等、

地域における公共施設の維持•

管理等を行います。 

公共施設の整備や管理運営に

際し、ＰＦＩ※２事業や指定管理

者制度等により積極的に参加し

ます。 

○行政の役割 

公共施設を適切に維持管理す

るハード面の視点と、公共施設

の複合化・多機能化などについ

て、市民と共通理解を図りなが

ら検討するソフト面の視点を持

って、公共施設の適正配置を総

合的、戦略的に推進します。 
 

 

用語解説                                                     

※１ ライフサイクルコスト：建築物の企画設計段階、建設段階、運用管理段階及び解体再利用段階の各段階のコストの

総計のこと。（出典：建築物のライフサイクルコスト） 

※２ ＰＦＩ：ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営

能力及び技術的能力を活用して行う手法のこと。 
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資料 

71.9

79.3 77.9

85

77.3

72.1 71.4

85

60

70

80

90

100

H26 H29 H30 R6

職員の市民への応対や接し方が良

く、信頼できると思う市民の割合

市役所などでの各種申請や手続きが

しやすいと思う市民の割合

（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）

実績値 目標値

基本施策 政策 

 市民サービス 健全な行財政と都市経営 
に基づく市民サービス 

７－３１市民サービス 

●めざす姿：満足を実感できる市民サービスの実現 

迅速で確実な窓口対応と誰もが利用しやすい市民サービスの提供体制が充実するとともに、インター

ネット等による手続きの簡素化、合理化が進められています。 

職員が「市民目線」に立った市民サービスを実践しており、身近な相談窓口として市民の信頼が高ま

っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現況と課題 

○ 平坦で小さな市域であることから、市内のどこからでも市役所へのアクセスが比較的容易であり、

行政サービスの提供に地域格差が生まれにくい状況です。 

○ 個人のニーズや価値観、生活様式が多様化する中、時間に縛られずコンビニエンスストアで各種証

明書の交付を受けることができるサービスを実施しています。 

○ 国が導入しているマイナンバー制度※１の活用や電子自治体の推進などにより、さらなる利便性の向

上を図る必要があります。 

○ これまで、住民に身近な基礎自治体として、市民生活における各種相談業務に取り組んできました。

今後も、社会環境の変化とともに、市民生活に関する相談件数は増加することが見込まれることか

ら、一層の相談体制の充実が求められます。 

 

 
用語解説                                                     

※１ マイナンバー制度：全ての国民、法人等に１つの番号を付し、複数の機関に存在する個人や法人等の情報が同一人

（組織）の情報であることを確認するための基盤であり、社会保障、税、災害対策等の分野で効率的に情報を活用

するもの。 

 

●成果指標 
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資料 
●関係する市の条例・計画等 

◇泉大津市人材育成基本計画（平成 20 年5 月） 

●施策の展開方向 ●取組の事例 

①市民サービスの向上 

市民目線に立った対応や待ち時間の短縮に向

けた取組みを推進します。 

また、インターネットをはじめとする ICT の

活用による事務手続きの簡素化など、行政改革に

伴う市民サービスの向上を図ります。 

・ 親しみのもてる雰囲気づくりと迅速で確実な

対応の実施 

・ 職員の接遇能力向上のための各種研修の実施 

・ マイナンバー制度の有効活用 

・ 各種手続きのインターネット活用の推進 

②相談体制の充実・強化 

市民からの相談や要望などに対応する窓口の

充実を図り、関係機関や関係各課との連携によ

り、協力体制を強化します。 

・ 市民相談窓口の体制の充実 

・ 関係機関や関係各課との連携体制の強化 

●協働の考え方 

○市民の役割 

市民と行政との最も身近な接

点となる窓口において、市民ニー

ズを的確に伝えるなど、職員との

コミュニケーションに努めます。 

○団体・事業者などの役割 

関係団体においては、行政と連

携し、市民の専門的な相談や要望

への対応を図ります。 

○行政の役割 

迅速で誰もが分かりやすい窓

口対応に努めます。 

インターネット等による手続

きの簡素化、合理化に努めます。 
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資料 
第３章 計画の推進 

第１節 計画推進体制 

 

○庁内における計画推進体制 

・分野別計画に基づく施策を計画的に推進するため、施策を担当する各部課は、総合計画に

即して個別計画の策定、改訂、施策の展開を行います。また、施策の展開方向に基づいた

取組について、予算編成を行い、事業を実施します。 

 

○協働による計画推進体制 

・計画の推進にあたっては、市民や団体・事業者などと行政による協働のまちづくりに基づ

く取組を推進します。 

・基本施策ごとに掲げた各主体の役割を果たせるよう、市民や団体・事業者が主体的に活動

できる取組を推進します。 

 

 

第２節 進行管理のしくみ 

 

○ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理 

・第 4 次泉大津市総合計画の進捗管理を確実に行うため、基本施策に位置づけた成果指標に

ついて、定期的に数値を把握、評価し、見直しを行うなど、ＰＤＣＡサイクルによる進行

管理を行います。 

・見直しにあたっては、社会情勢の変化等を勘案して、より適した指標への変更を検討する

とともに、目標値の到達状況を踏まえ、原因の分析や改善策の提示とともに、数値の変更

を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政評価 

基本構想 

・まちの将来像 
・まちづくりの 
方向性 

 
基本計画 

○基本施策 
・めざす姿、成果指標 
・現況と課題 
・施策の展開方向、取組の事例 
・協働の考え方 

予算、事業の実施等 

個別計画 

◎事務事業評価 

・内部評価：全事務事業を、各担当部課

が評価 

・外部評価：事務事業を、外部の専門家

が評価 

◎施策評価 

・個別計画で把握できない市民満足度等

については、意向調査等により把握 

◎個別計画の評価 

・各計画毎に、PDCA サイクルにより、運

用、評価、改善 

・基本施策における成果指標を毎年チェ

ック 

既存の個別計画の内容を反映 


